
 

 

 

桶川市こども計画 

（案） 

令和７年度～令和１１年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年  月 

桶川市 

 

 





 

目次 
第１章 計画策定にあたって ............................................................................................. 1 

１ 計画策定の背景と趣旨 ................................................................................................................. 3 

２ 計画の位置付け ............................................................................................................................ 4 

３ 計画の対象 ................................................................................................................................... 4 

４ 計画の期間 ................................................................................................................................... 5 

第２章 子育てを取り巻く現状と課題 .................................................................................. 7 

１ 人口•世帯 ..................................................................................................................................... 9 

２ 出生と労働の状況 ...................................................................................................................... 13 

３ 教育・保育及びこどもを取り巻く状況 ..................................................................................... 16 

４ アンケートやヒアリングにみるこども・子育ての状況 ............................................................ 20 

（１）ニーズ調査の結果 .................................................................................................................. 20 

① 子育てにおける悩みや気になること ...................................................................................... 21 

②  平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 .......................................................................... 22 

③  地域全体で子育てをしていくにあたって、幼稚園、認定こども園に期待すること ............ 23 

④  こどもの放課後の過ごし方 ................................................................................................... 24 

⑤  児童館の機能等に関する要望................................................................................................ 25 

⑥  子育て支援として力を入れてほしいもの ............................................................................. 26 

⑦  桶川市での子育てのしやすさ................................................................................................ 27 

（２）子どもの生活状況調査の結果 ................................................................................................ 28 

① ひとり親家庭の状況 ................................................................................................................ 29 

② 保護者の健康状態 .................................................................................................................... 30 

③ こどもの朝食摂取状況 ............................................................................................................ 30 

④ 放課後等の過ごす場所に関する希望 ...................................................................................... 31 

⑤ 放課後等の過ごし方に関する希望 .......................................................................................... 31 

⑥ 授業への理解度 ....................................................................................................................... 32 

⑦ 進路への希望・見込み ............................................................................................................ 32 

⑧ こども食堂等の認知度 ............................................................................................................ 33 

⑨ 家での手伝い等の状況 ............................................................................................................ 33 

⑩ 家での手伝い等による影響 ..................................................................................................... 34 

⑪ こどもの権利の尊重 ................................................................................................................ 34 

⑫ 悩んでいるときの相談先 ......................................................................................................... 35 

⑬ 満足度 ...................................................................................................................................... 35 

（３）就学前児童ヒアリングの結果 ................................................................................................ 36 

（４）高校生ウェブアンケートの結果............................................................................................. 39 

（５）事業者・団体ヒアリングの結果............................................................................................. 43 

５ 課題とその解決に向けた方向性 ................................................................................................ 45 

第３章 計画の基本的な考え方 ........................................................................................ 47 

１ 基本理念 ..................................................................................................................................... 49 

２ 基本目標 ..................................................................................................................................... 50 

３ 公立子育て支援施設整備に関する方向性 .................................................................................. 51 



 

（１） 本市の子育て支援に関する概要.......................................................................... 51 

（２） 子育て支援施設の現状と既存施設等の現状と課題 .................................................. 51 

①公立保育所 ................................................................................................................................ 51 

②児童館 ....................................................................................................................................... 51 

③児童発達支援センターいずみの学園、こども発達相談支援センター ......................................... 52 

④子育て支援センター .................................................................................................................. 52 

   （３） 子育て支援施設整備に関する基本方針と将来構想 .................................................. 52 

①期待される役割・整備コンセプト ............................................................................................... 52 

② 将来構想 ................................................................................................................................. 53 

第４章 施策事業の展開 ................................................................................................ 55 

施策体系 ............................................................................................................................................ 57 

基本目標１ こどもを安心して産み育てられるまちづくり ................................................................. 58 

基本目標２ こどもの生きる力を育み個性を伸ばすまちづくり ........................................................ 63 

基本目標３ こどもの権利が守られ未来へつながるまちづくり ........................................................ 72 

基本目標４ みんなでこども・子育てを応援するまちづくり .............................................................. 79 

第５章 子ども・子育て支援事業計画 ................................................................................ 87 

１ 教育・保育等の量の見込みについて（概要） .......................................................................... 89 

２ 子ども・子育て支援事業計画の進捗状況 .................................................................................. 90 

３ 将来のこどもの人数の推計........................................................................................................ 91 

４ 教育・保育提供区域の設定........................................................................................................ 91 

５ 教育・保育の量の見込み ........................................................................................................... 92 

６ 地域子ども・子育て支援事業の見込み ..................................................................................... 95 

７ 教育・保育等の円滑な利用及び質の向上 ................................................................................ 105 

 

 



1 

 

第１章 計画策定にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 
計画策定に 
あたって 



2 



3 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

国では、令和５年４月にこども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法とし

て「こども基本法」が施行され、急激な少子化などの社会情勢を背景に、こどもを中心とした「こどもまんなか社

会」を目指すことを宣言しました。また、全てのこどもが、自立した個人として等しく健やかに成長でき、その権利

が擁護され、将来にわたって幸せな状態で生活できる社会を実現するための基本理念にのっとり、国は、令和５

年１２月に「こども大綱」を閣議決定しています。 

本市では、第二期桶川市子ども・子育て支援事業計画において、「子どもがのびのびと個性豊かに育ち、育て

られるまち」を目指して施策を推進してきましたがこの度、こども大綱にある基本理念と整合を図りながら、新た

に「こども計画」として策定を行うこととします。 

また、本市の最上位計画である桶川市第六次総合計画の「教育・文化」に関する分野、「健康・福祉」に関す

る分野でそれぞれ「生きる力と豊かな心を育む桶川」、「共に支え合いいきいきと暮らせる桶川」を目指している

ことを踏まえ、本計画では、第二期桶川市子ども・子育て支援事業計画に引き続き「こどもがのびのびと個性豊

かに育ち、育てられるまち」を地域とともに実現していくことを目指します。 

本計画は、「こども基本法」（第 10 条第２項）に定める「市町村こども計画」として策定するものです。また、こ

ども大綱及び埼玉県の関連計画と整合を図りながら策定するとともに、こども大綱にも記載されているとおり、

「少子化社会対策基本法」、「子ども・若者育成支援推進法」、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が示

す施策を内包する計画とします。あわせて、「子ども・子育て支援法」（第 61 条）に定める「市町村子ども・子育

て支援事業計画」、「次世代育成支援対策推進法」第８条第１項に定める「市町村行動計画」としての位置付け

も担う計画として策定するものです。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、こども基本法（令和５年施行）第 10条第２項の「市町村こども計画」と定めて策定します。 

同時に、本計画の最上位計画である、「桶川市第六次総合計画」やその他の関連する計画との整合、連携を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の対象 

本計画は、出生前の妊娠期を含めたこどもとその保護者を対象としています。 

本計画における「こども」とは、心身の発達途上にある者として、子ども（乳幼児期から概ね

１８歳未満の者）と、若者（概ね３０歳未満の者、施策の内容によっては、概ね４０歳未満の者も

含む）を含むものとします。 

施策や事業の目的により対象者とする年代が明確になっている場合は、「子ども」「若者」の

語を用いる場合があります。 

また、固有名詞等については「子ども」や「子供」を用いる場合があります。  
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４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和７年度を初年度として、令和 11年度までの 5年間とします。 

社会•経済情勢の変化や、本市のこどもと子育て家庭を取り巻く状況やニーズに大きな変化が生じた場合は、

必要に応じて見直しを行います。 

 

 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10年 令和 11年 令和 12年 令和 13年 令和 14年 

             

 

 

 

第二期桶川市子ども・子育て支援事業計画 桶川市こども計画 

桶川市第六次総合計画（令和５年度～令和１４年度） 

後期５か年基本計画 

桶川市地域福祉計画 

前期５か年基本計画 

桶川市地域福祉計画 
（平成 27年度～令和６年度） 

年） 
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第２章 子育てを取り巻く現状と課題 
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１ 人口•世帯 

（１）人口の推移 

本市の総人口はゆるやかな減少傾向が続いており、令和６年１月時点の人口は 74,448人となって

います。年少人口比率は微減している一方で、高齢者人口比率は微増しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：住民基本台帳（各年１月1日） 

（２）年少人口の推移 

年少人口の推移をみると、全ての年代で減少していますが、「０～4歳」は減少の割合がやや大きく、平

成 31年と比較すると、令和６年で約 15％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：住民基本台帳（各年1月1日） 
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（３）世帯数の推移 

世帯数は全体的に平成 31年と比較すると増加しており、令和６年には 34,085世帯となっています。

１世帯当たり人員は世帯数の増加を受け、減少が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：住民基本台帳（各年１月１日） 

（４）世帯の状況 

 

①一般家族世帯の状況 

一般世帯の内訳は「核家族世帯」が 65.5％となっています。核家族世帯をみると、「夫婦のみの世

帯」が 36.3％で、こどもがいる世帯は 63.7％となっており、国より高く、埼玉県よりは低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：令和２年国勢調査  
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②母子世帯・父子世帯数の状況 

母子・父子家庭の割合については、令和２年に 8.4％となっており、埼玉県よりも高く、国と同程度の割

合となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：令和２年国勢調査 

 

③生活保護世帯の状況 

生活保護世帯受給世帯数は、１８歳未満は減少傾向となっています。 

18歳未満の生活保護受給状況について、受給世帯数は微減、受給者数は 50～70人程度で推移し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：社会福祉課（各年３月31日現在）  
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令和５年
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令和６年
（2024）

生活保護世帯数（全体）（世帯） 566 557 555 578 607 620

生活保護受給者数（全体）（人） 735 720 715 729 749 759

18歳未満の生活保護受給世帯数
（世帯）

41 40 37 38 34 34

18歳未満の生活保護受給者数
（人）
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（５）人口推計 

本市の将来人口は減少する見込みとなっており、本計画の計画期間内においては令和７年で

73,680人、令和 11年には 71,666人になる人口推計の結果となっています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）社会動態の推移 

令和５年転入超過者数については、０～４歳で転入が多くなっているため、別の自治体で出産したと思

われる子育て世帯の転入超過が多いのが特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：住民基本台帳人口移動報告（2023年） 
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２ 出生と労働の状況 

 

（１）出生数及び出生率の推移 

出生数は、増減を繰り返しながらも全体的に減少傾向となっており、令和３年時点で 415人となって

います。合計特殊出生率も同様に低下傾向が続いています。また、本市の合計特殊出生率は、全国、埼玉

県と比べ、低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：埼玉県統計年鑑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：彩の国統計情報館 
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（２）母の年齢階級別出生数の推移 

母の年齢階級別出生数は、令和４年では 30～34歳が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：人口動態調査 

 

（３）年齢階級別労働力率 

本市の男性の年齢階級別労働力率は、全国、埼玉県と同程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：国勢調査（令和２年） 労働力不詳を含まず算出 
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本市の女性の年齢階級別労働力率は、全体として全国、埼玉県とほぼ同程度ですが、30～34歳、35

～39歳で全国、埼玉県をやや下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ＊資料：国勢調査（令和２年） 労働力不詳を含まず算出 
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３ 教育・保育及びこどもを取り巻く状況  

 

（１）保育所等の利用者数の推移 

保育所等の利用者数は、ほぼ横ばいとなっています。 

内訳として、保育所（２号・３号）及び認定こども園（２号・３号）が増加傾向、幼稚園が減少傾向となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：保育課（各年４月１日現在） 

 

（２）児童・生徒数の推移 

児童・生徒数の推移では、平成３１年と比較して小学生が５．６％、中学生が４．７％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：学務課（各年５月１日現在）  
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公設公営放課後児童クラブの利用者数は、増加傾向となっています。 

小学１～３年生が全体の約８０％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：保育課（各年５月１日現在） 
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＊資料：保育課（各年５月１日現在） 
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（４）放課後子供教室利用者数の推移 

放課後子供教室利用者数は令和２年度から増加し、令和５年度で２８８人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：生涯学習・スポーツ推進課（各年度末現在） 

 

 

（５）障害児数（18歳未満手帳所持者）の推移 

障害児数は令和４年までは増加傾向となっています。 

令和６年において、平成３１年と比較して「知的障害児」の人数が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：障害福祉課（各年４月１日現在） 
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（６）児童虐待相談件数の状況 

児童虐待相談件数は平成３１年度以降、増減を繰り返しながら推移しています。 

令和５年の内訳として、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクトがそれぞれ同程度の割合となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊資料：子ども未来課（各年の４月１日～翌年の３月３１日までの件数） 
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４ アンケートやヒアリングにみるこども・子育ての状況 

（１）ニーズ調査の結果 

本市のこどもと家庭の状況を把握するために実施した「桶川市子ども•子育て支援に関するニーズ調

査」の結果の概要です。 

 

① 調査の種類 

調査は、就学前児童保護者調査と小学生保護者調査の２種類を実施しました。 

 

調査名 調査対象 調査方法 

就学前児童保護者調査 市内在住の就学前児童（０～５歳）のいる保護

者１,０００人 郵送による

配付•回収  

小学生保護者調査 
市内在住の小学生（１～６年生）のいる保護

者１,０００人 

※調査対象者は、住民基本台帳登載者の中から抽出 

 

② 調査期間 

調査期間は、令和６年１月１６日(火)～２月２日(金)において実施しました。 

 

③ 回収結果 

各調査票の回収率は、就学前児童保護者調査が 55.9％、小学生保護者調査が 55.5％の結果とな

りました。 

 

調査名 配付数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童保護者調査 1,000 559 55.9% 

小学生保護者調査 1,000 555 55.5% 

合計 2,000 1,114 55.7% 
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① 子育てにおける悩みや気になること  

●就学前児童保護者では、「食事や栄養」が最も高く、次いで「病気や発育」、「仕事や自分のやりたいことが

十分できない」となっています。 

●小学生保護者では、「教育」が最も高く、次いで「病気や発育」、「子どもを叱りすぎている」となっています。 
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②  平日の定期的な教育・保育事業の利用状況  

●「利用している」が 74.8%と多くなっています。 

●利用している教育・保育事業は「認可保育所」が最も高く、次いで「幼稚園」、「認定こども園」の順となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【教育・保育事業利用の有無（就学前児童）】 

利用している

74.8%

利用していない

24.9%

未回答

0.4%

（ｎ=559）

29.2%

8.6%

37.3%

26.1%

5.0%

0.0%

0.7%

0.7%

3.6%

0% 20% 40%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育施設

家庭保育室

事業所内保育施設

ファミリー・サポート・センター

その他（ｎ= ）418

【利用している教育・保育事業（就学前児童）】 



23 

③  地域全体で子育てをしていくにあたって、幼稚園、

認定こども園に期待すること 
 

●「行事を通じた交流」が最も高く、次いで「子育て情報の提供」、「健診などについての保健センターとの連

携」となっています。 
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④  こどもの放課後の過ごし方  

●１４～１６時の時間帯では過ごし方・希望ともに「学校にいる」が最も高くなっています。 

●１６～１８時の時間帯では、過ごし方・希望ともに「保護者や祖父母等の家族・親族（大人）と過ごす」が最も

高くなっています。 

●いずれの時間でも、「保護者や祖父母等の家族・親族（大人）と過ごす」、「家でひとりで過ごす」について

は、「希望」よりも実際の過ごし方が高くなっています。 

●いずれの時間でも、「公園など外で友だちと遊ぶ 」については、実際の過ごし方よりも「希望」が高くなって

います。 
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⑤  児童館の機能等に関する要望  

●就学前児童、小学生ともに「体を動かして遊べる場」が最も高く、次いで「子どもの年代に応じて選べる遊

べる場」となっています。 

●就学前児童において３番目が「きょうだいが一緒に遊べる場」となっています。 

●小学生において３番目が「子ども同士で集まれる場」となっています。 
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⑥  子育て支援として力を入れてほしいもの  

●就学前児童、小学生ともに「公園など家の外で安心して子どもが遊べる場を増やしてほしい」が最も高く、

次いで「児童手当などの給付事業による家庭の経済的支援を強めてほしい」となっています。 

●就学前児童では、３番目に「保育所や幼稚園にかかる費用負担を軽減してほしい」となっています。 

●小学生では、３番目に「安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.2%

66.9%

30.1%

14.0%

3.0%

9.7%

10.9%

24.7%

42.8%

7.9%

20.6%

4.8%

28.8%

55.6%

7.7%

10.6%

9.5%

23.8%

8.9%

1.1%

0% 50% 100%

親子が安心して集まれる身近な場を増やしてほし

い

公園など家の外で安心して

子どもが遊べる場を増やしてほしい

親子で楽しめる

イベントを開催してほしい

保育所を増やしてほしい

幼稚園を増やしてほしい

認定こども園を増やしてほしい

放課後子供教室を増やしてほしい

放課後児童クラブ（学童保育）を

増やしてほしい

保育所や幼稚園にかかる

費用負担を軽減してほしい

誰でも気軽に利用できるNPO等

による保育サービスがほしい

児童館を増やしてほしい

子育て支援拠点のサロンを

増やしてほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる

体制を整備してほしい

児童手当などの給付事業による

家庭の経済的支援を強めてほしい

子どもへの虐待を防止する取組みや

子どもの人権を守る取組みを強めてほしい

子育てに困った時に相談したり

情報が得られる場を作ってほしい

子育て中の親同士が交流できる場や

子育てについて学べる機会を提供してほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など

企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

その他

特にない
（ｎ= ）559

【就学前児童】 【小学生児童】 

70.3%

20.4%

20.2%

7.7%

17.3%

7.0%

36.4%

55.9%

9.4%

13.5%

7.4%

24.5%

9.0%

1.6%

0% 50% 100%

公園など家の外で安心して

子どもが遊べる場を増やしてほしい

親子で楽しめるイベントを開催してほしい

児童館を増やしてほしい

放課後子共教室を増やしてほしい

放課後児童クラブ（学童保育）を増やしてほしい

放課後等デイサービスの充実を図ってほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる

体制を整備してほしい

児童手当などの給付事業による家庭の

経済的支援を強めてほしい

子どもへの虐待を防止する取組みや子どもの

人権を守る取組みを強めてほしい

子育てに困った時に相談したり

情報が得られる場を作ってほしい

子育て中の親同士が交流できる場や子育て

について学べる機会を提供してほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など

企業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい

その他

特にない（ｎ= ）555
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⑦  桶川市での子育てのしやすさ  

●就学前児童では「子育てしやすい」が、小学生では「どちらともいえない」がそれぞれ最も高くなっています。 

●就学前児童で「とても子育てしやすい」もしくは「子育てしやすい」（=子育てしやすい傾向）が 47.2％であ

ることに対し、小学生は 40.1％となっており、7.1ポイントの差が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.0%

42.2%

39.5%

8.9%

2.7%

1.6%

3.2%

36.9%

42.9%

11.0%

5.2%

0.7%

0% 50%

とても子育てしやすい

子育てしやすい

どちらともいえない

やや子育てしにくい

子育てしにくい

未回答

就学前児童（n=559）

小学生（n=555）
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（２）子どもの生活状況調査の結果 

こども計画策定にあたり、子どもの生活状況調査（アンケート調査）を実施しました。 

 

区分 小学５年生 

（本人） 

小学５年生 

（保護者） 

中学２年生 

（本人） 

中学２年生 

（保護者） 

サンプル数（票） 629 583 

有効回収数（票） 424 343 

有効回収率 67.4％ 58.8％ 

調査期間 
令和６年６月２７日（木）～ 

７月１９日（金） 

令和６年６月２８日（金）～ 

７月１９日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■貧困の度合いに関する判定について 

桶川市におけるこどもの貧困度合いを判定するため、「生活困窮度」という指標を使用しました。 

「生活困窮度」は、「①所得（低所得）」、「②家計の逼迫」「③こどもの体験や所有等の欠如」という３点から

導き出しています。 

 

「困窮層」については小学５年生で 4.5％、中学２年生で 2.9％となっています。「困窮層」「周辺層」を合わせ

ると小学５年生で 13.2％となっており、30人クラスに約４人が困窮層または周辺層という計算となります。 

 

    

2つ以上該当するもの  「困窮層」 

1つ該当するもの    「周辺層」 

1つも該当しないものを「一般層」 

 

 

 

 

 

 

 

せい 

 

 

 

                                           生活 

                                 

① 所得の状況 
 
200 万円未満の方 

② 家計の逼迫 
以下の 2 項目で 1 つ以上
該当 
 
1．公共料金等の支払い 
2．買えない経験 

 

 

③ 子どもの体験や所有等の欠如 
以下の 2 項目で 3 つ以上該当 
 
1．体験活動の有無 
海水浴に行くなどの５項目で、「金銭
的な理由で（ない）」に回答した方 
2．所有物等の状況 
毎月お小遣いを渡すなどの８項目
で、「経済的な理由で（ない）」に回答
した方 

生活困窮度の判定基準 

  ①②③より 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

3.貧困の度合いと判定 

・日野市における子どもの貧困度合いを判定するため、「生活困窮度」という指標を
使用した。 

・「生活困窮度」は、「①所得（低所得）」、「②家計の逼迫」「③子どもの体験や
所有等の欠如」という３点から導き出している。 

4.生活困窮層の割合 

困窮層 

175 
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① ひとり親家庭の状況  

●婚姻状況をみると、困窮層で「離婚（別居中を含む）の割合が高くなっています。 

●養育費の取り決めについて、困窮層及び周辺層で「取り決めをしており、養育費を受け取っている」の回答

割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【婚姻状況別の困窮度合い（小学５年生）】 

【婚姻状況別の困窮度合い（中学２年生）】 

【養育費の取り決め状況（小学５年生）】 

【養育費の取り決め状況（中学２年生）】 
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② 保護者の健康状態  

●保護者の健康状態を困窮度別にみると、一般層よりも困窮層、周辺層における「よくない」「どちらかといえ

ばよくない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ こどもの朝食摂取状況  

●こどもの朝食摂取状況について、小学５年生の困窮層、中学２年生の周辺層において朝食を「いつも食べ

る」割合が一般層よりも低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【小学５年生】 

【中学２年生】 

【小学５年生】 

【中学２年生】 
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④ 放課後等の過ごす場所に関する希望  

●平日の放課後や休日に過ごす場所としてあったらい

いなと思うものとして、小学５年生では「アスレチック

や総合遊具のある公園」が最も高く、次いで「ゲーム

やインターネットができる場所」、「友達と自由におし

ゃべりができる場所」となっています。 

●中学２年生では「友達と自由におしゃべりができる場

所」が最も高く、次いで「ゲームやインターネットがで

きる場所」、「室内でスポーツができる場所」となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 放課後等の過ごし方に関する希望  

●「ここに居たい」と思う場所について、小学５年生、中

学２年生ともに「好きなことをして自由に過ごせる」が

最も高くなっています。小学５年生で次いで「いろいろ

な遊びや体験ができる」、中学２年生では「自宅から

の距離が近い」となっています。  

 

 

 

 

  

8.5%

47.4%

26.7%

6.8%

23.8%

43.6%

22.4%

44.6%

15.6%

30.2%

34.2%

3.5%

3.3%

15.5%

30.9%

28.0%

8.5%

22.2%

46.9%

7.9%

46.1%

10.5%

12.8%

40.2%

3.2%

5.5%

0% 50%

音楽やバンドの練習室

アスレチックや総合遊具

のある公園

バスケットボールやサッカー

などができる遊び場

ダンスや演劇の練習室

静かに勉強や読書が

できる場所

友達と自由におしゃべり

ができる場所

料理ができる場所

ゲームやインターネットが

できる場所

ボードゲームなどが

できる場所

工作や絵を描くことが

できる場所

室内でスポーツができる場所

その他

無回答

小学５年生

（ｎ=424）

中学２年生

（ｎ=343）

22.9%

20.8%

25.9%

23.6%

45.3%

42.5%

24.5%

51.9%

18.9%

30.4%

70.8%

2.8%

3.3%

16.9%

10.2%

36.7%

35.9%

53.1%

36.2%

23.9%

41.7%

16.3%

40.2%

70.3%

2.6%

4.1%

0% 50% 100%

勉強や宿題を見てくれる

大人が相談に乗ったり遊んでくれる

施設や設備が充実している、広い

利用時間が長い、

利用できる日が多い

自宅からの距離が近い

おやつ・食事などがある

新しい友達などとの出会いがある

いろいろな遊びや体験ができる

新しいことが学べる、

チャレンジできる

一人で過ごせたり、

何もせずのんびりできる

好きなことをして自由に過ごせる

その他

無回答

小学５年生

（ｎ=424）

中学２年生

（ｎ=343）
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⑥ 授業への理解度  

●学校での授業の理解度について、困窮層、周辺層において、一般層よりも「教科によってわからないことが

ある」の回答割合が高くなっています。 

●中学２年生では困窮層における「あまりわからない」「ほとんどわからない」の回答割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 進路への希望・見込み  

●将来の進学について、本人、保護者ともに困窮層、また小学５年生本人を除いた周辺層で「高校まで」への

割合が一般層よりも高くなっています。 

●また、保護者回答に比べて本人のほうが学齢期間を短く回答する傾向となっています。 

 

 

 

 

  

【小学５年生】 

【中学２年生】 

【小学５年生（本人）】 【中学２年生（本人）】 

【小学５年生（保護者）】 【中学２年生（保護者）】 
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⑧ こども食堂等の認知度  

●各種支援や相談先に関する認知度について、小学５年生の困窮層は「児童館」の認知度が低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 家での手伝い等の状況  

●家での手伝い状況について、全体では「食事の準備や食器洗い」が最も高くなっています。中学２年生の困

窮層では「掃除（自分で散らかしたもの以外の掃除）」「食事の準備や食器洗い」への回答割合が高くなっ

ています。 

 

 

  

【児童館（小学５年生）】 【勉強を見てくれる場所（けやき教室、フリースクール等）」 

（中学２年生）】 

【子ども食堂（小学５年生）】 【子ども食堂（中学２年生）】 

【小学５年生】 

【中学２年生】 
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⑩ 家での手伝い等による影響  

●手伝いや世話をすることによる影響について、小学５年生、中学２年生ともに全体では「特にない」が最も高

くなっています。一方で、困窮層において「学校を休んでしまう」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ こどもの権利の尊重  

●こどもの権利が尊重されているかについて、全体では「尊重されている」が最も高くなっています。困窮層で

は「あまり尊重されていない」が他の層よりも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【小学５年生】 

回答者数
学校を休
んでしまう

遅刻や早
退をしてし
まう

寝る時間
が足りない

宿題など
勉強する
時間がな
い

友達と遊
ぶことがで
きない

習い事が
できない

自分の時
間が取れ
ない

その他 特にない 無回答

人数 263 3 2 11 11 12 2 22 1 178 55

構成比 1.1% 0.8% 4.2% 4.2% 4.6% 0.8% 8.4% 0.4% 67.7% 20.9%

人数 10 1 0 0 1 1 0 3 1 6 0

構成比 10.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 30.0% 10.0% 60.0% 0.0%

人数 27 1 0 1 0 2 0 3 0 19 4

構成比 3.7% 0.0% 3.7% 0.0% 7.4% 0.0% 11.1% 0.0% 70.4% 14.8%

人数 226 1 2 10 10 9 2 16 0 153 51

構成比 0.4% 0.9% 4.4% 4.4% 4.0% 0.9% 7.1% 0.0% 67.7% 22.6%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

困窮層

周辺層

一般層

【中学２年生】 

【「子どもの権利」が尊重されているか（小学５年生）】 

【「子どもの権利」が尊重されているか（中学２年生）】 

73.8%

44.8%

66.7%

52.6%

54.0%

29.7%

67.5%

51.9%

52.1%

48.3%

49.3%

0.9%

5.0%

76.4%

56.0%

70.3%

69.1%

49.0%

29.4%

72.6%

60.1%

48.1%

57.1%

54.5%

1.7%

2.6%

0% 50% 100%

愛情と理解をもって育てられること

適切な医療が必要に応じて提供さ

れること

どんな理由でも差別をされないこと

自分らしさが認められ、個人として

尊重されること

年齢や発達に応じ、安心できる場所

で学んだり、遊んだり、休息すること

自然や歴史に親しんだり、文化や芸

術等の活動をすること

いじめ、体罰、虐待等を受けないこ

と

プライバシーが守られ、名誉や信用

が傷つけられないこと

困ったときは気軽に相談し、適切な

支援を受けられること

子どもが自分の考えをいつでも自由

に言えること

仲間を作ったり、仲間と集まったり、

仲間と活動すること

その他

無回答

小学５年生

（ｎ=424）

中学２年生

（ｎ=343）

【「子どもの権利」で特に大切だと思うこと】 
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⑫ 悩んでいるときの相談先  

●悩んでいるときに相談に乗ってくれる人について、全体として「お母さん」が最も高くなっています。年齢が上

がるにつれ、「友達」への回答割合が高くなっています。 

●なお、困窮層において「だれにも相談できない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 満足度  

●小学５年生、中学２年生ともに点数化して評価すると、全体としては満足度が高くなっていますが、一般層と

比較すると、困窮層、周辺層とも点数が低い傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【小学５年生】 

【中学２年生】 

回答者数
1：満足度

が低い
2 3 4

5：満足度

が高い
無回答 平均点

人数 424 6 18 74 132 175 19

構成比 1.4% 4.2% 17.5% 31.1% 41.3% 4.5%

人数 19 1 0 7 4 6 1

構成比 5.3% 0.0% 36.8% 21.1% 31.6% 5.3%

人数 37 1 3 9 9 14 1

構成比 2.7% 8.1% 24.3% 24.3% 37.8% 2.7%

人数 368 4 15 58 119 155 17

構成比 1.1% 4.1% 15.8% 32.3% 42.1% 4.6%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

4.12

3.78

3.89

4.16

全体

困窮層

周辺層

一般層

回答者数
1：満足度

が低い
2 3 4

5：満足度

が高い
無回答 平均点

人数 343 19 45 188 68 13 10

構成比 5.5% 13.1% 54.8% 19.8% 3.8% 2.9%

人数 10 3 2 3 2 0 0

構成比 30.0% 20.0% 30.0% 20.0% 0.0% 0.0%

人数 30 4 6 15 4 0 1

構成比 13.3% 20.0% 50.0% 13.3% 0.0% 3.3%

人数 303 12 37 170 62 13 9

構成比 4.0% 12.2% 56.1% 20.5% 4.3% 3.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

3.03

2.40

2.66

3.09

全体

困窮層

周辺層

一般層

回答者数
1：満足度

が低い
2 3 4

5：満足度

が高い
無回答 平均点

人数 343 11 38 70 115 97 12

構成比 3.2% 11.1% 20.4% 33.5% 28.3% 3.5%

人数 10 0 2 4 2 2 0

構成比 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0%

人数 30 1 4 10 3 11 1

構成比 3.3% 13.3% 33.3% 10.0% 36.7% 3.3%

人数 303 10 32 56 110 84 11

構成比 3.3% 10.6% 18.5% 36.3% 27.7% 3.6%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

3.75

3.40

3.66

3.77

全体

困窮層

周辺層

一般層

回答者数
1：満足度

が低い
2 3 4

5：満足度

が高い
無回答 平均点

人数 424 30 76 207 89 16 6

構成比 7.1% 17.9% 48.8% 21.0% 3.8% 1.4%

人数 19 5 6 7 1 0 0

構成比 26.3% 31.6% 36.8% 5.3% 0.0% 0.0%

人数 37 4 13 15 4 1 0

構成比 10.8% 35.1% 40.5% 10.8% 2.7% 0.0%

人数 368 21 57 185 84 15 6

構成比 5.7% 15.5% 50.3% 22.8% 4.1% 1.6%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

2.96

2.21

2.59

3.04

全体

困窮層

周辺層

一般層

【生活への満足度（小学５年生本人）】 【生活への満足度（中学２年生本人）】 

【子育て支援への満足度（小学５年生保護者）】 【子育て支援への満足度（中学２年生保護者）】 
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（３）就学前児童ヒアリングの結果 

各施設において、グループワーク形式で１班あたり５～８名程度で実施しました。 

 

施設名 日時 時間 参加人数 

坂田保育所 9月 18日（水） 9:30～11:00 １６名 

日出谷保育所 9月 27日（金） 9:30～11:00 ２４名 

子ども発達相談支援 

センター 
9月 19日（木） 15:00～16:30 ９名 

 

 

【質問項目】 

●保育所や幼稚園で一番楽しいことは何？ 

●こんなことして遊びたいな…と思った時に、誰かに話すことはある？ 

●保育所がお休みの時、よく出かけるところはある？ 

●お休みの日はどんな遊びをしたい？（シール投票） 

●お休みの日はどんなことをして過ごしたい？（シール投票） 
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いずれも設問も、「はい」の回答割合が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■保育園の遊びは楽しいか 

 

■自分の気持ちを大人に伝えているか 

 

■先生や大人は遊びの希望を聞いたり叶え
てくれるか 

 

■桶川市における公園や遊び場所の有無 

 

はい

98.0%

いいえ

0.0%

わからない

0.0%

無回答

2.0%

（ｎ=49）

はい

40.8%

いいえ

12.2%

わからない

18.4%

無回答

28.6%

（ｎ=49）

例えばこんな時に伝えています（抜粋） 

○今やっている遊びと違う遊びがしたいとき 

○外で遊びたいとき 

○しまってあるおもちゃを出してほしいとき 

○お友達が遊びのルールを守らないとき 

○忘れ物をしたとき 

こんな意見も 

○遊びたいときには、自分でおもちゃを出すので、

先生にわざわざ言う必要はない（自分の意志

でおもちゃを選べる環境ができている） 

 

 

はい

24.5%

いいえ

6.1%

わからない

6.1%

無回答

63.3%

（ｎ=49）

はい

75.5%

いいえ

4.1%

わからない

10.2%

無回答

10.2%

（ｎ=49）

例えばこんな場所があります（抜粋） 

○桶川市子ども公園わんぱく村 

○坂田谷津谷遺跡公園 

○家の近くの公園（鉄棒、ジャングルジム等） 

○プール 

○上尾市のイオンにある遊び場 

※「いいえ」という回答には地域差あり 

こんな意見も 

○おうちの人は忙しいときも多く、やりたいことを言

っても叶えられないときがある 
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遊びたい遊具は「ふわふわドーム」、次いで「ネット（網）のある遊具」、休みの日に希望する遊びや過ごし方は

「建物の中」が最も高く、次いで「家で過ごしたい」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■休みの日に遊びたい遊具等 
 

■休みの日に希望する遊びや過ごし方 

 

36.7%

65.3%

89.8%

30.6%

14.3%

71.4%

2.0%

0% 50% 100%

大きい遊具

ボールプール

ふわふわドーム

ままごとセット

大きいブロック

ネットのある遊具

ない
（ｎ= ）49

36.7%

55.1%

67.3%

34.7%

51.0%

49.0%

65.3%

0% 50% 100%

広場など

家の近くの公園

建物の中

遊びを教えてもらえる場

体験ができる場所

自然のある場所

家で過ごしたい
（ｎ= ）49
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（４）高校生ウェブアンケートの結果 

 

＜実施概要＞ 

対象者数：1,916名 

回収数：379票（19.8%） 

実施方法：通知依頼文を郵送の上、Web回答  

回答期間：９月４日（水）～２０日（金） 

 

不登校の経験のある高校生は、全体の 25％、原因は「友達との関係が悪い」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■不登校について 

 

１ あった（または、現在

ある） 11.3%

２ どちらかといえば、

あった（ある） 13.7%

３ どちらかといえば、な

かった（ない） 11.1%

４ なかった（な

い） 63.6%

無回答 0.3%

■ あなたは今までに学校生活を円滑に送ることができない状態（行き渋り・

不登校等）となったことがありますか。（○は１つ）

(n=379)

22.1

21.1

41.1

12.6

26.3

21.1

9.5

1.1

5.3

3.2

6.3

23.2

0.0

18.9

2.1

0% 20% 40% 60%

１ 授業についていけない

２ 先生との関係が悪い

３ 友達との関係が悪い

４ 校則に合わせるのが嫌

５ 集団行動が苦手

６ 授業開始の時間に間に合わない（朝起きられな

い、家から学校まで遠い など）

７ いじめを受けた

８ 体罰やハラスメントを受けた

９ 小学校や中学校時代の不登校が続いている

10 受験等の失敗

11 望まない学校への入学だった

12 進学や学校生活の継続に希望が持てない・意味が

見だせない

13 家の手伝いや家族の世話に追われていた

14 その他

無回答

■ 主な原因は何だと思いますか。（あてはまるものすべてに○）

(n=95)
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あったらいいなと思う居場所は「友達と自由におしゃべりが出来る場所」となっています。 

居たい場所は「好きなことをして自由に過ごせる場所」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■居場所について 

 

19.0

14.5

21.1

6.3

40.1

45.4

7.1

36.1

7.7

7.7

33.5

7.1

9.8

6.3

3.2

0% 20% 40% 60%

１ 音楽やバンドの練習室

２ アスレチックや総合遊具のある公園

３ バスケットボールやサッカーなどができる遊び場

４ ダンスや演劇の練習室

５ 静かに勉強や読書ができる場所

６ 友達と自由におしゃべりができる場所

７ 料理ができる場所

８ ゲームやインターネットができる場所

９ ボードゲームなどができる場所

10 工作や絵を描(か)くことができる場所

11 室内でスポーツができる場所

12 職業体験などができる場所

13 社会貢献やボランティア活動ができる場所

14 その他

無回答

■あなたは、平日の放課後・勤務後や休日に過ごす場所としてあったらいいなと思うもの

はありますか。（○はいくつでも）

(n=379)

20.6

12.7

44.3

55.9

59.9

28.5

18.7

25.6

19.5

47.8

61.7

1.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80%

１ 勉強や宿題を見てくれる

２ 大人が相談に乗ったり遊んでくれる

３ 施設や設備が充実している、広い

４ 利用時間が長い、利用できる日が多い

５ 自宅からの距離が近い

６ おやつ・食事などがある

７ 新しい友達などとの出会いがある

８ いろいろな遊びや体験ができる

９ 新しいことが学べる、チャレンジできる

10 一人で過ごせたり、何もせずのんびりできる

11 好きなことをして自由に過ごせる

12 その他

無回答

■ あなたが、「ここに居たい」と思う場所はどういうところですか。

（○はいくつでも）(n=379)
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まちづくり等への参加は「感じていない」が最も高くなっています。 

なお、参加する場合の手法については「アンケートに答える」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■自分の意見などについて 

 

１ 感じている 3.7% ２ どちらかといえば

感じている 8.2%

３ どちらか

といえば感じ

ていない

24.3%

４ 感じていない

34.6%

５ わからない

29.0%

無回答 0.3%

■ 桶川市や県、国の制度やまちづくりについて意見を述べたり、参加する機会がある

と感じていますか。（○は１つ）

(n=379)

10.0

7.7

9.5

28.8

42.5

20.1

28.8

11.9

9.5

49.9

7.1

9.2

10.0

3.7

0.5

0% 20% 40% 60%

１ 対面での市職員等とのヒアリング

２ オンラインでの市職員等とのヒアリング

３ 子ども議会など意見を表明できる機会

４ メール

５ ホームページ等での意見投稿フォームなど

６ X(旧Twitter)を使って伝える

７ Instagram を使って伝える

８ TikTok を使って伝える

９ YouTube を使って伝える

10 アンケートに答える

11 同年代だけのワークショップ（意見交換会）の場

や機会

12 市長との意見交換会やヒアリングの機会

13 伝えたい意見はない

14 その他

無回答

■どのような方法や手段があれば、あなたは桶川市に対して意見を伝えやすいと思います

か。（○はいくつでも）

(n=379)
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桶川市への満足度は、「４」が最も高くなっています。 

市が取り組む青少年や若者の施策は「ほっとできる居場所をつくる、増やす」が最も高く、次いで「遊びや体験の

できる場を増やす」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■市への考えについて 

 

１ 満足度が低い

3.2%

２

10.8%

３ 33.0%
４ 34.3%

５ 満足度

が高い

17.9%

無回答 0.8%

■ 桶川市での生活にどのくらい満足していますか。（○は１つ）

(n=379)

18.5

7.1

40.1

14.0

24.8

16.1

15.8

41.7

7.9

16.9

7.1

21.6

10.0

14.5

8.7

4.2

4.2

15.8

12.7

14.5

0.5

11.9

0.5

0% 20% 40% 60%

１ イベントやサービスなどの情報を積極的に発信す

る

２ 自分の意見を発表できる機会をつくる

３ 遊びや体験のできる場を増やす

４ 青少年や若者でも参加しやすいボランティア等の

活動を支援する

５ 経済的な困難を抱えている家庭を支援する

６ 悩みや困りごとを相談できる窓口を充実する

７ 虐待を受けている人、虐待を受けた経験のある人

を支援する

８ ほっとできる居場所をつくる、増やす

９ 引きこもりや社会に出られない人の自立を支援す

る

10 医療や健康づくりなどを充実させる

11 障がいのある子どもや若者、その家庭への支援を

充実させる

12 学校教育を充実させる

13 いじめに対する取組を充実させる

14 希望する進学や高等教育に関する指導や支援を充

実させる

15 不登校や・中退に対する支援や相談充実をする

16 青少年の非行や犯罪防止などの取組や環境づくり

を進める

17 就職に向けた相談やサポート体制を充実させる

18 安心して出産・子育てのできる環境づくりを進め

る

19 若者が結婚しやすい環境をつくる

20 個性や多様性を認め合える環境づくりをする

21 その他

22 とくにない・わからない

無回答

■あなたは、桶川市が取り組む青少年や若者の施策にどんなことを望みますか。（○は５

つまで）(n=379)
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（５）事業者・団体ヒアリングの結果 

市内でこども、子育て支援に関する事業を展開されている団体・事業者に対し現状の課題やニーズを把握す

るために実施した、団体・事業所ヒアリングの結果の概要です。 

（１）実施概要 

 調査対象者 実施方法 ヒアリング数 

事業者 ３０事業者 
・市内事業者（教育・保育施設）・団体に対し、ヒアリングシ

ートを送付。回答欄に「ヒアリング対応可」に〇をつけた

事業者・団体からヒアリング対象を抽出の上、ヒアリング

を実施。 

・実施期間：令和６年 10月 29日～11月１日 

３事業者 

団体 １０団体 ２団体 

 

（２）調査項目（抜粋） 

事業者向け 団体向け 

・こどもや子育て家庭が抱える課題 

・事業の経営状況・今後の事業継続見込み 

・地域向け事業の状況・予定 

・障がいのあるこどもの受け入れ状況 

・「こども誰でも通園制度」対応予定 

・子育て支援に関して協力できること 

・子育て支援の重点取組 

・団体で困っていることや不安なこと 

・こどもや子育て家庭の抱える問題 

・子育て支援に関して協力できること 

・市との連携可能性・団体等と協働で取り組んでみ

たいこと 

・コロナの影響・コロナ後の対応 

・子育て支援の重点取組 

 

（３）調査結果（抜粋） 

①事業者・団体ヒアリングからみられるこどもを取り巻く課題や、今後必要だと思うこと 

項目 ヒアリング調査結果の抜粋 

学びや体験の機会、

遊び・コミュニケー

ション 

・コロナ禍の影響もあるのか、コミュニケーションが苦手なこどもが増えているように

感じる。こどもたちの遊び方も変化しており、ユーチューブやゲーム、スマホ等、事業

所内ではなかなか取り扱えない物に楽しみを求めている。 

気軽に集まれる居

場所・交流の場 

・家庭や学校以外のこどもの居場所が不足している。 

・長期休みの学童の拡充など他市町村がまだ実施していない施策をただちに実行し

ていく必要がある。 

こどもの生活習慣 ・

体力づくり 

・食生活が気になる。連絡帳を見ていると、バランスの良いメニューの家庭もあれ

ば、毎日同じものや単品のみの家庭もあるので、園での昼食や食育が大事だ

と考えさせられる。 

発達の気になるこ

ども・障害児支援 

・障害児に関しては、小さい頃からの療育へのつなぎ、将来的な就労に向けた体

力づくり、主体性を育む支援（選ぶ力）が重要であり、そのためにも、保護者が

こどもの障害や気がかりな点について、気軽に相談できる体制が必要。 

・療育の必要なこどもと、通常発達のこどもの垣根を無くし、小さいうちから一緒

に過ごすことでこども自身が生きていく力をつけていけると思うため、インクル

ーシブ保育が必要。 

生活困窮 ・ととり親

家庭 

・本当に困っている世帯は子ども食堂を知っていても会場に来ることが難しい状

況にあるのではないか。 

ヤングケアラー支

援 

・相談できる人や相談機関があればセーフティーネットとなるのではないか（ピア

カウンセリングやネットなど、学校以外が望ましい） 

・ヤングケアラーを所管する課が不明確、具体的な支援策がわからない。 
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項目 ヒアリング調査結果の抜粋 

不登校 ・若者支援等 ・小学校低学年の不登校も増えてきているため、幼保小連携が重要。 

・不登校の原因として、発達障害の傾向を持つ児童生徒であるケース、学校との相

性が悪いケース、親世代からの連鎖や家庭環境が影響しているケースなどが考え

られるが、発達障害の傾向を持つ児童生徒については、授業において少人数や個

別での対応が必要。また、家庭環境が影響している場合は、学校だけでなく、地域

全体で検討する必要がある。 

・高校段階以降も相談事業や支援が継続すると、進学や就労などにつながり、自立

していくのではないか。 
 

②事業者・団体ヒアリングからみられる保護者を取り巻く課題や、今後必要だと思うこと 

項目 ヒアリング調査結果の抜粋 

保護者の価値観の

多様化 ・利用者意識

の変化 

・保護者同士でつながりづくりや情報交換を行うことが少なくなり、事業者等に直接

要望・質問をするようなケースが増えてきた。 

・わが子を他のお子さんと比べ過ぎたり、標準にこだわり過ぎたりして、親が子育てを

楽しめていない。 

・必要以上に保育園にこどもを長時間預けたがる親がいる。 

保護者の養育力 ・共働きが増えている中での家庭内でのスキンシップ、しつけ等。 

保護者の子育て不

安・孤立 

・産後うつになってしまった方のフォロー先があるかどうか、一時預かりを利用してい

る人はいいが、活用できていない方が心配。 

・子育て支援室など充実している一方で、知らない人がまだ多く、不安や悩みを抱え

ながらも孤独に子育てをしている方が多いと感じる。 

・発達に不安を感じている保護者も多いと思うので、専門職につなげる必要がある。 

・祖父母が仕事をしていて頼れない家庭が増えている。 
 

③子育て支援として必要なこと 

項目 ヒアリング調査結果の抜粋 

子育て支援の充実 ・子育てするなら桶川市、と思われ、転入者が増えることを期待している。 

・困っている人の声に耳を傾けること、小さな声にならない声を聞くことをこれからも

是非続けてほしい。 

保育士 ・職員の待遇

改善 

・就職希望が減ってきているほか、定着率の低さも課題。特色ある保育・教育を進め

ることで、就職先として桶川市を選ぶようになるとよい。 

・家賃補助の条件緩和や、職員確保のための桶川市独自の取組を検討いただきた

い。 

連携・協働の推進 ・教育機関・行政・団体・事業者のそれぞれの立場を尊重し合いながら距離を縮め、

あたたかい雰囲気で支援できるような取組が必要。 

・公立と民間で壁を感じるため、就学や療育に関する情報を保護者に伝えるなど、互

いに協力しながら進めていく必要がある。 
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５ 課題とその解決に向けた方向性 

統計データやアンケート調査結果、こどもの意見表明機会や団体・事業者ヒアリングの結果から、桶川市こど

も計画に向けた課題を以下に示します。 
 

（１） 生まれてから学齢期・若者への健やかな育ちを支える環境、切れ目のない支援が求めら

れている 

・保育に関して、就学前・小学校ともに質の向上や、開所時間等の充実・いつでもこどもを預けられるサー

ビス等へのニーズが高くなっているため、保育においてこどもが「育つ」支援、保護者の多様な働き方や

生活を保育面から支えることが必要。 

・家庭環境、保護者の健康状態などにより、生活困窮に陥ったり、複合的な課題を抱えたりする状況が見

受けられる点から、こどもと家庭に対して生活習慣の確立や健康の推進などの支援が必要。 

・授業についていけないこどもや、勉強時間を確保できないことが、特に困窮層では顕著となるため、学習

する場所がないなどといった状況も踏まえ、学習におけるフォローアップの体制づくり、学習できる環境づ

くりを充実していく必要がある。 

・様々な支援や相談先に関する認知度は、全体として５割程度となっている。そのため、必要と思われるこど

もや年齢層に届いていない可能性があることから、情報の効果的な発信、相談支援の充実、プッシュ型支

援が求められる。 

・就学前ヒアリング、生活状況調査、高校生Webアンケートでそれぞれ求められる居場所や過ごし方の希

望が異なっている点から、ライフステージ等に応じた適切な遊び場やほっとできる居場所の提供が必要。 

・特に就学前、小学生、中学生において体験機会への需要が高くなっていることから、自己肯定感を育む

多様な体験機会の創出が必要。 

  

（２） こどもの権利の保障や、こどもが個性を活かしながら参画・個々の夢をかなえられるま

ちづくりが求められている 

・就学前ヒアリングでは、保育園ではこどもの意見を聞いているが、保護者は時間がない、忙しいなどの理

由から聞いてもらえていないという声も挙がっていたほか、事業者・団体ヒアリングでも、保護者が子育て

を楽しめていない場合があるといった意見があったことから、保護者の生活における心の余裕の創出や、

親の育ちの支援の充実が必要。 

・生活状況調査では、大半がこどもの権利が尊重されていると回答している。一方、意見表明に関しては、

高校生Webアンケートでは桶川市に意見を述べたり参加する機会があると思っている高校生は１割程

度となっている。今後は気軽に意見が表明できる機会や場づくりが必要である。 

・小学５年生、中学２年生では一部に相談したり悩みを話せる人がいない、相談したくないという状況とな

っている。悩みを抱えた際に誰かに相談できるような体制・環境づくりが必要。 

・進路について、経済的理由から制約のある状況が見受けられる中で、全てのこども・若者が将来への希

望や夢を持てるような取組が必要。 

・生活状況調査等では、こどもの権利で重要なものとして、「個人の尊重」や「いかなる理由でも差別され

ないこと」への回答が高く、また、高校生の自由意見では、ジェンダー等に関する意見が多く挙がっていた

ことから、多様性の尊重が必要である。 
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（３） こどもや家庭の多様な背景を踏まえた配慮や支援が求められている 

・ニーズ調査では、発達等に関する需要が高いと同時に相談対応、支援へのつなぎ、早期対応等が手厚

いといった記述が多くなっている。また、事業者・団体ヒアリング等ではインクルーシブ保育や療育等の推

進のほか、相談体制を充実していくべきといった声が挙がっていることから、引き続き障害児や発達に課

題のある児童への支援が必要。 

・家族構成や家庭の経済状況などによって、孤立の状況があったり、学習機会や体験の機会の有無に差

が生じていることがあることから、ひとり親家庭、困窮層、及び周辺層に対する気づきとこども・家庭への

支援へのつなぎが必要。 

・不登校に関する状況について、高校生Webアンケートからは個々の理由や環境要因のほかに、授業に

ついていけない、校則に合わせるのが嫌などといった、対策の検討が可能な内容も含まれている。また、

事業者・団体ヒアリングでは、低年齢からの不登校の予防や、発達障害等との関連を配慮する必要があ

るなどといった意見が挙がっていることから、重点的な不登校支援が必要である。 

 

（４） 居住地区やこどもの年齢に関係なく安心して育ち、子育てできる環境と特色ある子育て

支援が求められている 

・ニーズ調査では希望数よりも少ない数のこどもしかもうけられていないといった声が挙がっていることを踏

まえ、妊娠・出産の希望を叶える支援が必要。 

・ニーズ調査及び就学前児童ヒアリングでは、地域による施設や公園の偏在に関する不満の声が挙がって

いることから、公園や児童館等の充実と周知が必要。 

・こどもと関わる事業者・団体、地域、人材などを確保し、支え、育成する取組が必要。 

・事業者・団体ヒアリングでも挙がっているように、上記をきめ細やかに進めるためには、行政だけではなく、

団体・住民等の協働と連携が不可欠である。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 基本理念 

前計画では、こどもを安心して産み育てることができる社会、一人ひとりの人権を尊重する社会に向けて「児

童の権利に関する条約」（以下「こどもの権利条約」という）を踏まえ、「こどもの最善の利益」の確保を目指し、

基本理念を「子どもがのびのびと個性豊かに育ち、育てられるまち」と定め、取組を推進してきました。 

本計画においては、前計画の考え方が、「こども大綱」や本市の最上位計画である桶川市第六次総合計画の

考え方と共通しており、さらには本市のこども・子育てを取り巻く課題を網羅している点から、踏襲することとしま

す。なお、令和５年施行のこども基本法に基づく「こども」の定義として、年齢で区切ることなく、心と体の発達過

程にある人としていることを踏まえ、「子ども」の表記を「こども」に変更の上、以下のように定めます。 

 

 

 

こどもがのびのびと個性豊かに育ち、 

育てられるまち 
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２ 基本目標 

前述の基本方針と基本理念に立って、次の４つの基本目標を設定し、施策を展開していきます。 

 

基本目標1 こどもを安心して産み育てられるまちづくり 

幼児期は、身近にいる大人との愛着形成により情緒的な安定が図られ、生涯にわたる人格形成の

基礎が培われるとともに、身体面の著しい発育・発達が見られる重要な時期です。 

本計画では、こどもと保護者の健康の確保、親の養育力の向上、良質な幼児期における教育・保育

及び多様な子育て支援サービスの充実を図ります。 

 

基本目標2 こどもの生きる力を育み個性を伸ばすまちづくり 

学童期は、生きる力を育むことを目指し、調和のとれた発達を図る重要な時期です。この時期は、自

立意識や他者理解等の社会性の発達が進み、心身の成長も著しい時期であることから、学校教育とと

もに、自己肯定感を育む遊びやレクリエーションを含む、学習や様々な体験・交流活動のための十分な

機会の提供や、放課後等におけるこどもの居場所づくりが必要となります。また、若者支援なども含め、

ライフステージに応じた切れ目のない支援が求められます。 

本計画では、全てのこどもが学ぶ楽しさやわかる喜びを実感することができる支援を図るとともに、

こどもが健やかに成長できる環境整備に努めます。 

 

基本目標3 こどもの権利が守られ未来へつながるまちづくり 

こどもは権利の主体として、適切にその命を守られ、健やかに育つ権利を有しています。 

近年、多様な背景をもつ家庭が増加していますが、こどもの将来がその生まれ育った環境に左右さ

れることのないよう、また、児童虐待や貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備

や教育の機会均等を図る必要があります。 

本計画においては、経済的に困難な状況にある家庭のこどもであっても地域の中で健やかに成長

できるよう、社会全体に協力を働きかけ、生活や学習等の支援の充実に努めます。 

また、障害のあるこどもが安心して地域で生活することができるよう、教育・保育の場を整備するとと

もに療育の充実に努めます。 

さらに、複合化する課題に対し、早期発見及び早期対応に向けて関係機関との更なる連携を図ると

ともに、こどもがより気軽に気持ちや意見を言える仕組みづくりや意見表明機会の充実を図ります。 

 

基本目標４ みんなでこども・子育てを応援するまちづくり 

社会のあらゆる分野における全ての構成員が、子育てに関わることで、全てのこどもの健やかな成

長につながることを踏まえ、地域における関心と理解を深め、それぞれの役割を果たすことが必要で

す。また、子育てにやさしい社会環境づくりが必要です。 

そのため、本計画では、行政、企業、市民が協力し、「こどもの最善の利益」につながる事業の充実

を図るとともに、子育てのまちとして「選ばれる」桶川市を目指して取組を進めます。 
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３ 公立子育て支援施設整備に関する方向性 

（１） 本市の子育て支援に関する概要 

近年、共働き家庭の増加や核家族、ひとり親家庭の増加、地域コミュニティの希薄化など、子どもと家庭を取り

巻く環境が大きく変化しており、子育てに不安を感じる保護者が増加しています。また、児童虐待が疑われる相

談件数の増加、特別な支援が必要な子どもの増加等が見られ、子育て世帯への支援の重要性が増している状

況にあります。 

本市の児童人口は減少傾向にありますが、保育需要については共働き世帯の増加から、入所希望はやや増

加傾向にあり、結果として、横ばいで推移しており、今後も横ばいまたは微減で推移することが見込まれます。ま

た、新たな国の施策や新たなニーズとして、子どもの遊び場や居場所づくり、こども・子育てに関する相談や情報

発信、子育て世帯の交流など、子育て支援の充実に対する需要が高まっています。 

一方、市内の公立保育所については、建築から４５年以上が経過する保育所もあり、老朽化が著しい状況にあ

ることから、早期にその対応方針を決める必要があります。 

このような状況を踏まえ、本市では今後の保育需要や子育て支援事業のニーズを見据えたうえで、公共施設

の再編を検討するとともに、多様化するニーズや、子育て中の家庭の諸課題に対応できる効果的かつ効率的な

子ども・子育て支援施策を実行していく必要があります。 

 

 

（２） 子育て支援施設の現状と既存施設等の現状と課題 

 ①公立保育所 

本市には、公立保育所が東側、西側に各２か所ずつ、計４か所あります。 

市の東側にある北保育所及び坂田保育所は、耐震改修工事を実施しているものの、建築から４０年以上が

経過していることから施設の老朽化が進んでいる状況です。 

市の西側にある鴨川保育所については、建築から４０年以上が経過し施設の老朽化がかなり進んでいたこ

とから、令和６年に大規模改修工事を実施しています。また、日出谷保育所に関しては、建築から１０年経過し

ており、今後１５年後を目途に大規模改修を検討する必要があります。 

保育需要として、就学前児童数が少子化の影響を受けて徐々に減少しているものの、入所人数及び入所率

については、共働き世帯の増加からやや増加傾向であり、結果として、保育需要全体としては今後横ばいまた

は微減で推移していくと考えられることから、引き続き保育の確保が必要となります。 

 

 ②児童館 

本市には、児童館が市東側の総合福祉センター内に１か所あります。 

総合福祉センターは平成２５年に耐震工事及び大規模修繕を実施しており、引き続き児童館事業を実施し

ていきます。 

一方、児童館については市の東側に位置することから、坂田地区や駅周辺地区からの利用が多く、市域西

側の日出谷地区の利用者は少なくなっています。こどもの居場所づくりが重要視されるなか、市の西側への児

童館の設置が求められています。 
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 ③児童発達支援センターいずみの学園、こども発達相談支援センター 

児童発達支援センターいずみの学園については川田谷地区で事業を実施してきましたが、令和６年度に日

出谷地区に施設を新設し移転したうえで事業を継続しています。 

こども発達相談支援センターについては現在、市西側の桶川西小学校の校舎の一部を改修し、開設された

施設です、建設から４０年以上経過していることや駐車場が遠いことなどから適正な場所への移転等を検討

する必要があります。 

 

 ④子育て支援センター 

子育て支援センターについては現在、駅前子育て支援センターと日出谷子育て支援センターの計２か所あ

ります。駅前子育て支援センターは、建設から 25 年以上が経過し老朽化が進行していることから、駅東口の

整備状況を踏まえながら、計画的な建替えや改修を検討する必要があります。日出谷子育て支援センターは、

日出谷保育所に併設された施設です。保育所と一体となっており規模も比較的大きいことから、効率的な維

持管理を推進する必要があります。 

子育て支援センターについては、多様化する子育て支援ニーズを踏まえながら、地域での子育てを支援する

ため適切な配置が求められています。 

 

 

（３） 子育て支援施設整備に関する基本方針と将来構想 

公立施設（保育所、子育て支援センター、こども家庭センター、子ども発達相談支援センター、児童館、児童

発達支援センターいずみの学園）と民間施設（幼稚園、認定こども園・保育園、児童発達支援事業者、地域子

育て支援拠点等）が連携を図りながら、全ての子どもが地域の中で共に成長できる社会を目指した施設整備

を進めていきます。 

 

 ①期待される役割・整備コンセプト 

■基幹子育て支援拠点 

更なる子育て支援の推進を図るため、子育て支援センターと公立保育所の機能を有する子育て支援施設と

して整備・運営を目指します。また、市全体の保育の質の維持・向上・充実を図るため、民間保育所への助言

等の連携強化や、配慮を要する児童の受け入れ、一時預かり事業の実施に向けて検討します。 

【東側基幹子育て支援拠点】 

令和１１年度以降、旧勤労青少年ホーム跡地に、北保育所と坂田保育所の再編を同規模程度

で行います。基幹子育て支援施設として、子育て支援センターを有する施設として、整備します。 

【西側基幹子育て支援拠点】 

コミュニティ機能、生涯学習機能、子育て支援施設機能を含む公共施設の整備を行います。子

育て支援施設機能として、日出谷保育所と子育て支援センター周辺に子ども発達相談支援セン

ターを移転し、児童館等を新設します。将来的にはその時の保育需要を考慮して、日出谷保育所

と鴨川保育所との再編を検討します。 
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■公立保育所の役割 

公立保育所には、子育て支援における地域の中心的な役割として、大きく下記３つの役割が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②将来構想 

今後の保育所を含めた子育て支援施設の整備方針については、子育て支援の推進を図るため、駅周辺に

位置するこども家庭センターを中心とし、東側基幹子育て支援拠点、西側基幹子育て支援拠点の整備を検討

します。 

将 来 構 想 図 

 

基幹子育て支援施設 

 

・相談機能の強化 

・地域で子育てできる場の提供 

（子育て支援センター・一時保育等） 

セーフティネット 

 

・予期しない急な保育需要への対応 

・配慮が必要な児童の受入れ 

・インクルーシブ保育の推進       

 

 

保育の質の維持・向上 

 

・民間保育施設の情報収集、情報発信、技

術支援等による保育サービスの平準化 
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第４章 施策事業の展開 

第４章 
施策事業の展開 
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施策体系 

基本目標１ こどもを安心して産み育てられるまちづくり  

基
本
施
策 

幼児期の教育•保育の充実 

こどもの成長を支えるとともに、保護者の多様な働き方に対応し、全てのこど
もが教育・保育を受けることができるよう、保育施設等の量の確保と質の向上
に努めます。 

こどもと親の健康の確保と親の育
ちの支援 

安心してこどもを産み育てられるよう、全てのこどもと子育てをする親の健康
を確保し、妊娠、出産、産後、子育てまで、母とこどもの健康づくりや相談・訪問
を通した育児不安の軽減に努めます。 

情報発信と相談体制の充実 
こどもや子育て家庭の精神的な不安を和らげるため、必要な情報提供や相
談の充実を図ります。 

基本目標２ こどもの生きる力を育み個性を伸ばすまちづくり 

基
本
施
策 

学校教育の充実 

確かな学力、豊かな人間性、健康と体力からなる知・徳・体をバランスよく育
てる児童生徒の「生きる力」の育成を図ります。また、子どもを社会全体で育て
る環境づくりや、健康教育の推進、地域への愛着など豊かな人間性を育む教
育環境づくりなどを進めます。 

居場所づくり 
こどもが放課後や休日に安心して過ごせる場や学習・活動の場の整備・充
実を行うとともに、情報提供を推進します。 

遊びや体験機会の充実 
自己肯定感を育んだり非認知能力を高めるために、遊びの機会や様々な体
験の場を提供します。 

学びのフォローアップやキャリア支
援の充実 

誰もが学習への理解力を高め、さらには将来の希望や夢を持ち、かなえられ
るよう、学習や進路選択に向けた指導や支援を行います。 

こどものこころとからだが育つため
の環境づくり 

こどもの成長段階に応じたレクリエーションを含む様々な活動の充実を図り、
こどもが健やかに成長できる環境の整備に努めます。 

若者のライフステージに応じた支援
の充実 

豊かな人間性を育む取組と、自立や自己実現に向けた取組を推進します。 

基本目標３ こどもの権利が守られ未来へつながるまちづくり 

基
本
施
策 

こどもの人権の擁護と人権意識の
向上 

こどもが社会の一員として尊重され、多様性を認め合える地域を目指し、啓
発を行うとともに、社会全体の意識向上を図ります。 

社会参加・意見表明機会の充実 
こどもが社会や地域に参画できるよう、気軽に意見を表明できる機会を提供
します。 

障害のあるこどもへの支援の充実 
障害のあるこどもが安心して地域で生活することができるよう、こどもの特性
に応じた教育・保育事業や児童発達支援の場を整備し充実に努めます。 

多様な背景をもつこども・家庭への
切れ目のない支援 

孤立している、あるいは困難を抱えるこどもや家庭について、必要な支援を行
います。 

こどもの貧困に関する取組 

こどもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、ま
た、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備や教育の機
会均等を図り、全てのこどもが健やかに成長できる社会の実現を目指します。 

児童虐待に対する取組 
発生予防から早期発見及び早期対応に向けて関係機関との更なる連携を
図るとともに、児童虐待が世代を超えて連鎖することのないよう、常にこどもの
最善の利益を優先し必要な環境整備を図ります。 

基本目標４ みんなでこども・子育てを応援するまちづくり 

基
本
施
策 

子育てにやさしい社会づくり 
桶川市が子育てしやすい、暮らしやすい地域となるよう、社会環境を整えると
ともに、地域社会への啓発を行います。 

安心・安全な環境の整備 
こどもと親が安心して外出することができる環境の整備を進めるとともに、こ
どもを交通事故や犯罪から守る活動の充実を図り、安心して子育てができる環
境づくりに努めます。 

子育てと仕事の両立支援の充実 
子育て当事者が希望どおりに働き、協力してこどもを産み育て、互いに仕事
と子育てを両立することができる社会の実現を目指します。 

子育て家庭への経済的支援の充
実 

安心してこどもを産み育てられるよう、子育て世帯の経済的負担の軽減を図
る事業の充実に努めます。 

地域における子育て支援の充実 
子育て世帯が孤立することのないよう、親子と地域の人々がつながりを持ち、
仲間を作りながら楽しく子育てができる環境づくりに努めます。 
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基本目標１  こどもを安心して産み育てられるまちづくり 

基本目標１ こどもを安心して産み育てられるまちづくり 

重点取組事業について 

本計画では、重点的に取り組む事業を定め、各基本目標の達成を図ります。 

重点取組事業については事業名に「★」を表記しています。 

基本施策（１） 幼児期の教育•保育の充実 

父母の就労状況については、父親はフルタイムが大半を占めており、就学前児童の母親はフルタイムが約４

割（育休中等含む）、次いでパート・アルバイトが約３割（育休中等含む）、現在働いていない人が約３割となっ

ており、５年前と比較すると、就労している母親の割合が増加しています。 

また、現在働いていない母親で今後就労したいと答えた人は約７割となっています。 

このような現状をふまえ、こどもの成長を支えるとともに、保護者の多様な働き方に対応し、全てのこどもが

教育・保育を受けることができるよう、保育施設等の量の確保と質の向上に努めます。 

 

●主な取組・事業         

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 通常保育事業★ 

保護者の就労等の理由により、保育を必要とするこどもにつ

いて、保護者からの入所申請に基づき、認可保育所や認定こど

も園等で保育を行います。また、多様化するニーズに対応すると

ともに、こども一人ひとりの成長を支援するために保育の質の

向上を図ります。 

保育課 

２ 延長保育事業 

保護者の就労形態の多様化に対応するため、保育所（園）

における通常の保育時間を延長して保育を行います。 保育課 

３ 一時保育事業 

保護者が、就労、急病、冠婚葬祭、リフレッシュなどの理由で

こどもを預けたいときに、保育所（園）等で、一時的にこどもの

保育を行います。 

保育課 

４ 
病児•病後児保育

事業 

病気やけがをしたとき、あるいはその回復期にある児童を専

用の保育室で一時的に保育し、保護者の子育て、就労等の両

立を支援します。 

保育課 

５ 
だれでも通園制

度の検討 

市内全体で、全てのこどもの育ちを応援するため、全ての子

育て家庭に対して、月一定時間まで就労要件を問わず、時間

単位等で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」を実施

の検討を進めます。 

保育課 

６ 
保育所整備事業

★ 

公立保育所の役割と、老朽化した施設の整備を検討しま

す。 保育課 
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●主な取組・事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ こども家庭センター★ 

こども家庭センターを設置し、母子保健と児童福祉が連携・協

働して、妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包括

的な支援、こどもと子育て家庭（妊産婦を含む）の福祉に関す

る包括的な支援を切れ目なく提供します。 

子ども未来課  

健康増進課 

２ 
母子健康手帳の交

付 

こども家庭センター（保健センター）において、妊娠中に役

立つ情報の提供や相談に応じながら、母子健康手帳を交付し

ます。必要に応じて、電話や面接、訪問を行い、安心して妊娠・

出産・子育てができる環境を整えます。 

健康増進課 

３ 妊婦健康診査事業 

妊産婦の健康の保持及び増進を図るため、母子健康手帳

交付時に委託医療機関で使用できる妊産婦の健康診査助

成券を配布します。（妊産婦健診助成制度）里帰り出産等で

助成券が使用できなかった場合に健診費用を助成します。 

健康増進課 

４ 妊婦歯科検診 

う歯や歯周病を早期発見し治療に結びつけることで妊婦の

健康の保持増進を図るため、妊娠届出時に歯科健診の案内

を配布します。 

健康増進課 

５ 
マタニティクラス

（母親学級） 

母子の心身の健康を保持、増進するために、妊娠、出産、育

児に関する講座や相談（交流）会等を実施し、正しい知識の

普及と不安の軽減を図ります。 

健康増進課 

６ 
育 MEN クラス（父

親学級） 

父親向けの育児に関する実習等を実施し、正しい知識や技

術の普及を図るとともに、参加者同士の交流や地域のつなが

りづくりの場を提供します。 

健康増進課 

７ 
パパママ体験クラ

ス（両親学級） 

母子の心身の健康を保持、増進するために、両親向けの育

児に関する実習等を実施し、正しい知識や技術の普及と不安

の軽減を図ります。 

健康増進課 

８ 産後ケア事業 

産後の母子とその家族が健やかな育児ができるように医

療機関や助産院等で助産師による心身のケア、育児支援を

提供します。宿泊型・デイサービス型・訪問型の３つの支援が

あります。利用料金の一部を市が負担します。 

健康増進課 

基本施策（2） こどもと親の健康の確保と親の育ちの支援 

安心してこどもを産み育てられるよう、全てのこどもと子育てをする親の健康を確保し、妊娠、出産、産後、子

育てまで、母とこどもの健康づくりや相談・訪問を通した育児不安の軽減に努めます。 
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 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

９ 

乳児家庭全戸訪問

事業 

（こんにちは赤ちゃ

ん訪問事業） 

生後４か月までの乳児がいる家庭に、専門職が訪問し、母

子の健康状態や養育環境を確認したり、母親の相談に応じた

りする事業です。乳児家庭の孤立化を防ぎ、母親同士の交流

の場を提供して地域での仲間づくりを進めることで、乳児の健

全な育成環境を整えます。 

健康増進課 

１０ 予防接種の実施 

感染症の予防を図るため、予防接種法に基づき予防接種

を実施します。（任意予防接種助成事業）予防接種法に基づ

かない予防接種のうち、市が指定した重篤化しやすい感染症

の予防接種費用の一部を助成します。 

健康増進課 

１１ 

乳幼児健康診査及

び相談事業 

（４か月児健診、１歳

６か月児健診、３歳３

か月児健診、７か月•

１０か月児相談、１か

月児健診助成事業） 

乳幼児健康診査の充実のため、発達の遅れや異常の早期

発見を行うとともに育児等に関する指導を行い、こどもの健康

の保持増進や保護者の育児不安の軽減を図ります。（1 か月

児健診助成制度）1 か月児健診費用を助成することにより、

切れ目のない健康診査の実施体制を確保します。 

健康増進課 

１２ 小児救急医療 

こどもの急な病気やけがに対応できるよう、埼玉県央広域

消防本部と連携し、小児初期救急医療と小児二次救急医療

の体制を維持します。 

健康増進課 

１３ 
栄養相談•食育普及

事業（就学前児童） 

地域の親子や保育所の在園児等を対象として、マタニティ

クラス、乳幼児健康診査及び相談事業、子育て支援拠点、保

育所等で栄養相談や食育の普及を図ります。また、関係機関

と連携しながら、尿ナトカリ比を活用した食育を実施するなど

生涯の健康を支える食育を充実させます。 

健康増進課 

子ども未来課 

保育課 

１４ 赤ちゃんサロン 

育児の正しい知識の普及と保護者同士の交流を図ること

を目的として、生後２か月～６か月のこどもを育てる保護者を

対象に駅前子育て支援センター、日出谷子育て支援センター

においてサロンを開催します。 

子ども未来課 

１５ 
妊娠や出産への希

望の実現支援 

こどもを望む人に対し、不妊検査及び不育症検査に係る

費用の助成を行い、次世代育成支援につなげます。 健康増進課 

１６ 親の学習講座 

小学校入学前の就学児健康診断や中学校入学前の新入

生保護者説明会、PTA の研修会などにおいて、県が作成した

「親の学習プログラム」を活用して講座を実施するなど、子育

てに関係する学習機会の提供を行います。 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

１７ 
家庭教育に関する

講演会 

「家庭教育に関する講演会」、県が作成した「親の学習プロ

グラム」を活用した講座など、子育てに関係する学習機会をさ

らに充実させます。 

公民館 
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 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１８ 
幼児・家庭教育セミ

ナー 

幼児・小学生の保護者を対象に、「こどもたちの育ち方」

「親自身の成長」をテーマとする講座を、セミナー形式を取り

入れながら開催します。 

公民館 

１９ 

妊婦等包括相談支

援事業（利用者支援

事業） 

妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを

立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必

要な支援につなぐ伴走型の相談支援を行います。 

健康増進課 

子ども未来課 
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基本施策（3） 情報発信と相談体制の充実 

こどもや子育て家庭の精神的な不安を和らげるため、必要な情報提供や相談の充実を図ります。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 

利用者支援事業

（子育てコンシェル

ジュ） 

保育所（園）、幼稚園、認定こども園等の施設や地域の子育て

支援に関する情報を集約し、子どもや保護者が適切にサービ

スを選択し、利用することができるよう必要な情報提供を行い

ます。子育て中の家庭の身近な場所で、育児相談や助言を行う

とともに、必要に応じて関係機関との連絡調整を行います。 

子ども未来課 

２ 
桶川市子育てガイ

ドブックの発行 

「桶川市子育てガイドブック」を作成し、子育てに関する支援

制度や相談窓口、子育てサービスの最新情報を発信します。 子ども未来課 

３ 
多様な媒体による

情報発信の充実 

こども・子育て家庭が、どのライフステージや状況においても

必要な情報や正しい知識を身に着けられるよう、SNS 等の活

用も取り入れた効果的でわかりやすい情報発信を図ります。 

子ども未来課 

４ 
こどもと家庭なん

でも相談 

子ども家庭支援員による相談支援により、相談者の声を傾

聴するとともに、ニーズ把握を行い必要な社会資源につなげる

など、関係機関との連携により、家庭・育児支援の充実を図りま

す。 

子ども未来課 

５ 
いつでも子育てメ

ール相談 

子ども家庭支援員による相談支援により、助言を行うととも

に、ニーズ把握を行い必要な社会資源につなげるなど、関係機

関との連携による家庭・育児支援の充実を図ります。 

子ども未来課 

６ 
ひきこもりに関す

る相談窓口の実施 

各相談窓口の周知を図り、相談しやすい環境づくりに努める

とともに、関係機関と連携し、包括的な支援体制を構築します。 
障害福祉課 

健康増進課 

７ 教育センター事業 

こどものしつけ、学習、学校での友人関係、集団への適応、不

登校などの様々な相談に応じます。 学校支援課 
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基本目標 2  こどもの生きる力を育み個性を伸ばすまちづくり 

基本目標２ こどもの生きる力を育み個性を伸ばすまちづくり 

重点取組事業について 

本計画では、重点的に取り組む事業を定め、各基本目標の達成を図ります。 

重点取組事業については事業名に「★」を表記しています。 

基本施策（１） 学校教育の充実 

確かな学力、豊かな人間性、健康と体力からなる知・徳・体をバランスよく育てる児童生徒の「生きる力」の

育成を図ります。また、学校と家庭、地域が連携し、様々な主体と協働しながら、子どもを社会全体で育てる環

境づくりや、健康教育を推進し、心身の健康の保持、増進を図るとともに、地域への愛着など豊かな人間性を

育む教育環境づくりなどを進めます。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
教員の指導力向上

事業 

こどもたちの学力向上のために、教員の指導力向上と個に

応じたきめ細やかな 指導に取り組み、「主体的・対話的で深い

学び」の実現を目指します。  

学校支援課 

２ 特別支援教育 

障害を理由に、差別をしたり、差別をされたりすることがない

ように、特別に配慮を要する児童生徒への理解を深め、特別支

援教育を充実させるとともに、交流教育の充実を図ります。ま

た、通常の学級に在籍する配慮を必要とする児童生徒への支

援の充実を図ります。 

学校支援課 

３ 道徳教育 

桶川市道徳教育研修会や学校訪問等の機会を通して、「考

え議論する道徳」の授業実践に対し、指導助言を行います。 学校支援課 

４ 
総合的な学習の

時間 

引き続き地域の高齢者などを講師として招き交流を深めな

がら、環境、福祉、国際理解など今日的な課題であるテーマに

関しても理解を深められるよう実践します。  

学校支援課 

５ 健康教育 

運動するこどもとしないこどもの体力の二極化が進んでい

ることから、全てのこどもたちに運動する習慣を身に付けさせ

るとともに、バランスのとれた運動能力の向上に取り組みます。 

学校支援課 

６ 
防煙健康教育講

演会 

防煙教室の取組を通して、実施内容や成果の把握に努め、

家庭との連携の状況について、情報共有を行います。 学校支援課 

７ 薬物乱用防止教室 

こどもが主体的に自分の健康を守るよう、薬物の使用につい

て各学校で「薬物乱用防止教室」を引き続き開催します。 学校支援課 
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 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

８ 食育 

「生きる力」を育む「食育」の指導方法についての理解を深

め、子どもたちの発達に応じた指導力の向上を図ります。 学校支援課 

９ 自然学習 

感動する心や感謝の心を育むため、直接自然や人と触れ合

う体験活動の充実を図ります。 学校支援課 

10 性に関する指導 

体育科、保健体育科の授業において、体の発育・発達、心身

の健康、性感染症等の予防に関する知識を身に付けること、

生命の尊重や自己及び他者の個性を尊重するとともに、相手

を思いやり、望ましい人間関係を構築することなどを重視し、

指導します。 

学校支援課 

11 教育相談事業 

思春期から青年期にかけてこどもたちが安心して相談できる

体制を整備し、関係機関との連携を図ります。  学校支援課 

12 不登校対策事業 

不登校については、不登校対策プロジェクトリーダー連絡会

議等を通じて、各校の教育相談体制など対策の充実を図りま

す。また、不登校・ひきこもり相談や、多様な学びの場・支援の

仕組みについて紹介します。 

学校支援課 

13 
いじめ防止推進

事業 

関連する委員会や協議会等を通じ、「いじめ防止対策推進

法」、「桶川市いじめ防止等のための基本的な指針」等の内

容を周知徹底し、いじめの予防・解消に向けた積極的な認知

と早期対応を各学校に促すとともに、研修等の充実を図り、い

じめ防止への取り組みを推進します。 

学校支援課 

14 
幼•保•小•中の連

携事業 

「幼・保・小・中教育研究協議会」を開催することにより円滑

な接続を図るとともに、地域や家庭と情報交換を行い、ゆとりあ

る子育てができるよう努めます。 

学校支援課 

15 

ＩＣＴ教育推進事

業（新しい時代の

学びに対応する

教育の推進） 

ＩＣＴを活用した主体的・対話的で深い学びや、児童生徒の

情報活用能力の向上などに取り組みます 
学校支援課 

教育総務課 

16 

小・中学校９年間

を見通した一貫

性のある学校教

育 

児童生徒の進路実現に向けた各小・中学校の一貫性のあ

る学習指導の推進及び学校運営研究委員会による情報共有

や連携強化を図ります。 

学校支援課 

17 

学校運営協議会

の設置事業（コミ

ュニティ・スクー

ル） 

各学校の学校運営協議会、コミュニティ・スクール連絡協議

会を継続して実施します。 学務課 
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基本施策（2） 居場所づくり 

こどもが放課後や休日に安心して過ごせる場や学習・活動の場の整備・充実を行うとともに、情報提供を推

進します。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
児童館等整備事業

★ 

18歳未満の全てのこどもの遊びの拠点、居場所として市域の

西側に児童館等の子育て支援機能を持った施設を整備しま

す。 

子ども未来課 

２ 児童館事業 

１８歳未満の地域の全てのこどもの遊び、活動の拠点や居場所

として、機能の充実を図るとともに、子育て支援拠点として位置

付け、乳幼児の親子に交流の場を提供します。また、地域にお

ける世代間交流の促進を図ります。 

子ども未来課 

３ 
放課後子供教室

（あいあい広場） 

学校や地域及び家庭が連携することにより、こどもが地域社

会において心豊かで健やかに成長できるよう、市内全小学校

において、放課後の安心・安全な居場所となるよう運営してい

きます。 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

４ 

放課後児童健全育

成事業（放課後児

童クラブ） 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、放

課後に学校の余裕教室等を利用して適切な遊びや生活の場

を確保し、児童の健全育成を図ります。また、「放課後子供教

室」との更なる連携を図り、既存の放課後児童クラブの枠組み

にとらわれない、放課後及び学校長期休業期間中における児

童の居場所の整備を目指します。 

保育課 

５ 
子ども食堂等の周

知 

地域住民や団体により運営されている「子ども食堂」や「フ

ードパントリー」の活動を周知します。 

また、こどもが身近な場所で利用できるよう、小学校区に１か

所以上の開設を図るため、開催場所の確保等の支援を行いま

す。 

子ども未来課 

６ 
学習できる場の充

実 

公民館の学習室や、図書館の学習スペース、桶川市地域福

祉活動センターの個人学習ルームなど、こどもが学習できる環

境を整備・周知します。 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

公民館 

（桶川市社会福

祉協議会） 

７ 不登校対策事業 

欠席が続く場合や当学習生活に不安がある場合に、フリー

スクールなどの学校以外の学びの場やフリースペース・支援団

体の紹介・接続を行います。 

学校支援課 
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 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

８ 

それぞれのニーズ

に応じた多様な居

場所の検討と創出 

新たな児童館の整備等、放課後や長期休業中などにこども

がそれぞれのライフステージや用途に応じて、安心、安全に過ご

せる居場所づくりを推進します。 

子ども未来課 
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基本施策（3） 遊びや体験機会の充実 

自己肯定感を育んだり非認知能力を高めるために、遊びの機会や様々な体験の場を提供します。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
親子等体験講座事

業 

夏休みなどの長期休暇を中心に、こどもや親子を対象とする

講座を企画・開催し、遊びや学び、体験活動の充実を図ります。 公民館 

２ 
公民館等における

講座開催 

地域や地域住民のニーズをとらえ、様々な学びや地域・世代

間の交流、地域課題克服のため、講座を開催します。 公民館 

３ 

桶川市中学生社

会体験チャレン

ジ事業 

地域での社会体験や勤労体験を通して、望ましい職業観・

勤労観や社会性・自立心を養い、豊かに生きる力を育みます。 学校支援課 

４ 

歴史民俗資料館

における体験学

習活動 

歴史民俗資料館を活用し、こどもが意欲的に学ぶことがで

きるために、企画展示、解説講座、体験事業などの学習事業

を行います。 

歴史民俗資料館 

５ 

桶川飛行学校平

和祈念館におけ

る講座等の開催 

桶川飛行学校平和祈念館における企画展示や映像上映

等の各種講座を実施することで、戦争体験に触れ、平和につ

いて考える機会を増やします。 

桶川飛行学校

平和祈念館 
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基本施策（4） 学びのフォローアップやキャリア支援の充実 

誰もが学習への理解力を高め、さらには将来の希望や夢を持ち、かなえられるよう、学習や進路選択に向け

た指導や支援を行います。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
教育センター事業

（適応指導教室） 

教育センター内適応指導教室において学習支援の充実を図

ります。 学校支援課 

２ 
教育相談事業（こ

とばの教室） 

桶川西小学校内の「ことばの教室」に言語聴覚士を配置し、

ことばの発達に不安のある児童生徒に対して、専門的な指導

を行います。 

学校支援課  

３ 
不登校対策事業 

（学習支援室） 

不登校対策として学習支援室の設置と支援員の配置を行

います。 学校支援課  

４ 
日本語指導員の

配置事業 

日本語指導が必要な児童生徒が在籍する各小・中学校の

状況に応じて、日本語指導員を配置し、日本語指導や学習の

支援を行い学校生活への円滑な適応を図ります。 

学校支援課 

５ 
進路意識啓発事

業 

地域の人々との連携による講演会を通して、生徒・保護者

の進路意識を啓発し、中学校の進路指導・キャリア教育の推

進を図ります。 

学校支援課 

６ 

社会的な自立を

促す進路指導・キ

ャリア教育 

特別活動を要とした全教育活動を通して、児童生徒が、学

ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、将来の夢や

目標を描き、職業や上級学校について学び、社会的・職業的

自立に必要な基盤となる資質・能力を育みます。 

学校支援課 
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基本施策（5） こどものこころとからだが育つための環境づくり 

こどもの成長段階に応じたレクリエーションを含む様々な活動の充実を図り、こどもが健やかに成長できる

環境の整備に努めます。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
おけがわ春のふれ

あいフェスタ 

みどり豊かなまちの中で、様々な人と出会い、ふれあい、共に

生きることを目指し、桶川市社会福祉協議会（市民ボランティア

等）とともにイベントを開催します。  

環境対策推進

課 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

（桶川市社会福

祉協議会） 

２ 
こどもの森イベン

ト 

こどもが自然の中で遊びながら郷土に愛着をもてるよう、市

民緑地を活用し、落葉かき、下草刈り、竹を使った工作などを行

います。  

環境対策推進

課 

３ 親子環境教室 

地球温暖化について考える機会として、小学生以上の親子

を対象に体験学習を実施します。 
環境対策推進

課 

４ 
セカンドブック事

業 

１年生の児童に本を贈呈することにより、児童自身が本に

親しむ環境をつくり、児童の読書活動の推進を図ります。 学校支援課 

５ おはなし会 

本の楽しさを知るきっかけづくりとして、おはなし会を毎週実

施します。その他、季節に応じて、イベントおはなし会も開催しま

す。 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

６ 「家庭の日」事業 

国では、毎月第３日曜日を「家庭の日」と定めています。そ

の意義、家庭の役割・重要性について再認識するために、桶

川市青少年健全育成市民会議が中心となって啓発事業等に

取り組みます。  

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

７ 
スポーツ教室事

業 

様々なスポーツを通して、体を動かすことの楽しさを感じても

らうとともに身心の成長を促し、こども同士の交流を図ります。  
生涯学習・ 

スポーツ推進課 

８ 
スポーツ少年団

支援事業 

地域の学校教育活動外において、スポーツを通し青少年の

心身の健全な教育に資することを目的として、スポーツ少年団

の活動を支援します。  

生涯学習・ 

スポーツ推進課 
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 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

９ 
里親制度の普及•

啓発事業 

埼玉県及び児童相談所と連携し、更なる里親制度の普及・

啓発を図ります。 子ども未来課 

１０ 

子ども大学あげ

お・いな・おけが

わ 

地域の大学や市町村、企業・団体が連携して、こどもの知的

好奇心を刺激する学びの機会を提供します。 
生涯学習・ 

スポーツ推進課 

11 

成長段階に応じ

た命や性に関す

る教育の充実 

自分の体や性のこと、生活習慣病や健康診断の必要性な

ど、自分の体の健康を守ることを学ぶ機会を作ります。 

健康増進課 

人権・男女共

同参画課 
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基本施策（6） 若者のライフステージに応じた支援の充実 

豊かな人間性を育む取組と、自立や自己実現に向けた取組を推進します。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 桶川市民大学 

生涯学習の一環として、より豊かな教養を身につけ、自らの

生きがいを充実していくため、多様な学習機会の提供の場とし

て、「桶川市民大学」を開講します。 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

２ 

ボランティア団体

との共催によるパ

ソコン講習 

パソコンの基本操作の取得を目的とした初心者講座、ワード

基礎講座・エクセル基礎講座等を実施します。 公民館 

３ 

桶川み・ら・い塾

（人財バンク事

業） 

自分のもっている知識や技術を生かして学習活動を援助で

きる講座を作成し、提供することで地域の生涯学習の推進を

図ります。 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

４ ２０歳を祝う会 

実行委員会形式で企画・運営し、２０歳の門出を祝うととも

に、将来の幸福を祈念するための会を開催します。 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

５ 

結婚支援 

（ SAITAMA 出

会いサポートセン

ター事業） 

結婚に向けた交流支援（出会い）の充実を図ります。 

企画調整課 

６ 

ひきこもりに関

する相談窓口の

実施（再掲） 

各相談窓口の周知を図り、相談しやすい環境づくりに努め

るとともに、関係機関と連携し、包括的な支援体制を構築しま

す。 

障害福祉課 

健康増進課 

７ 

若者支援を担う

関係機関との連

携による就労支

援 

若者が主体的に自らのライフデザインが描けるよう、ハロー

ワーク・埼玉わかものハローワーク・地域若者サポートステー

ション・若者自立支援センター埼玉等との連携を図りながら、

就職支援や公的職業訓練を推進します。 

産業観光課 

８ 
就職情報提供事

業 

子育てをしている親の再就職のため、職業情報等のパンフ

レットの配布、相談窓口の紹介を行います。 

産業観光課 

子ども未来課 
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基本目標 3  こどもの権利が守られ未来へつながるまちづくり 

基本目標３ こどもの権利が守られ未来へつながるまちづくり 

重点取組事業について 

本計画では、重点的に取り組む事業を定め、各基本目標の達成を図ります。 

重点取組事業については事業名に「★」を表記しています。 

基本施策（１） こどもの人権の擁護と人権意識の向上 

こどもが社会の一員として尊重され、多様性を認め合える地域を目指し、啓発を行うとともに、社会全体の

意識向上を図ります。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
こどもの権利条約

の普及促進 

こどもが社会の一員として尊重されるように「こどもの権利条

約」について積極的な学習を進めるとともに、普及・啓発に努め

ます。 

子ども未来課 

２ 
学校教育における

人権教育 

道徳・社会科・特別活動を中心に全教育活動において様々

な人権課題を正しく学ぶことで、人権感覚を育み、実践力を養

います。 

学校支援課 

３ 
多様性の尊重に

関する周知啓発 

市民の人権意識が高まるよう、啓発を図ります。また、個性

や違いを認め合い、多様性を尊重する社会の実現に向けて啓

発を図ります。 

人権・男女共

同参画課 
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基本施策（2） 社会参加・意見表明機会の充実 

こどもが社会や地域に参画できるよう、気軽に意見を表明できる機会を提供します。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
気軽に意見を表明

できる機会の創出 

こどもの意見表明の機会を確保するため、庁内に周知を行

い、こどもに関係する事業に対し意見の聴取、反映、フィードバ

ックを推進します。 

また、意見の聴取方法について、こどもが意見を表明しやす

い方法を検討します。 

子ども未来課 

2 
児童館こども会

議 

児童館を利用する児童により、児童館の運営をテーマに話

し合いを行い、児童館の運営についてこどもの意見を取り入

れます。 

子ども未来課 
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基本施策（3） 障害のあるこどもへの支援の充実 

障害のあるこどもが安心して地域で生活することができるよう、こどもの特性に応じた教育・保育事業や児

童発達支援の場を整備し充実に努めます。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
児童発達支援セ

ンター事業 

成長、発達に心配のあるこどもに対して、通所による専門的

な療育指導を行います。また、上日出谷南地区に移転したこと

から、周囲の幼稚園や保育所との交流について検討します。 

児童発達支援

センターいずみ

の学園 

２ 

子ども発達相談

支援センター事

業 

成長、発達に心配のあるこどもに対して、通所による専門

的な療育を行うとともに、その家族に対する支援を行う児童

発達支援の充実を図ります。年少時期の親子教室実施や適

切な場所への移転等を検討します。 

子ども発達相

談支援センタ

ー 

３ 

巡回相談と保育

所等訪問支援事

業 

保育所（園）や幼稚園等の集団に在籍し、集団適応が困

難なこどもに対し、より適切な関わり方について助言し、地域

で安定した生活が過ごせるよう支援の充実を図ります。引き

続き子育て支援拠点や放課後児童クラブへの巡回相談を行

います。 

子ども発達相

談支援センタ

ー 

４ 
障害児相談支援

事業 

相談支援専門員の確保に努め、未就学児を中心とし、成

長、発達に心配のあるこどもの状況に応じて、障害児支援利

用計画書の作成や見直し等を行います。 

子ども発達相

談支援センタ

ー 

５ 

障害児•者相談

機関設置推進事

業 

障害（発達障害、強度行動障害及び高次脳機能障害等を

含む）や傷病があるこどもとその家族に対し、サービス提供

や関係機関のコーディネート等効果的な支援を行います。 

相談内容が複雑化・多様化してきている中で、相談支援

専門員の不足や相談支援専門員 1 人 1 人に求められるス

キルの高度化など、人材育成が課題となっています。地域で

の取組や人材育成に向けて、基幹相談支援センターの役割

は重要となることから、その役割を強化していきます。 

子ども未来課 

障害福祉課 

６ 
障害児通所支援

事業 

児童福祉法に基づき通所支援（児童発達支援・放課後等

デイサービス等）にかかる給付費を支給します。  子ども未来課 

７ 介護給付事業 

障害者総合支援法に基づき、介護給付（児童の居宅介

護、児童短期入所、行動支援等）にかかる給付費を支給しま

す。 

障害福祉課 
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 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

８ 
地域生活支援事

業 

障害のある幼児などが日常生活を容易にするため、一人

ひとりのニーズに応じた福祉サービス（障害児・者生活サポ

ート事業、移動支援事業、日中一時支援事業、日常生活用

具給付事業など）の推進に努めます。 

障害福祉課 
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基本施策（4） 多様な背景をもつこども・家庭への切れ目のない支援 

孤立している、あるいは困難を抱えるこどもや家庭について、必要な支援を行います。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 

ひとり親家庭とそ

のこどもへの伴

走支援 

手当や給付金等の支給による経済面の支援のほかに、情

報提供・相談体制の充実を図り、生活の安定・安心・自立に向

けた切れ目のない支援を進めます。 

子ども未来課 

２ 
多子世帯への支

援 

兄弟の年齢に関係なく、生計を一にする世帯にこどもが２人

以上いる場合、最年長のこどもから順に２人目の保育料は半

額、３人目以降について無料とし、多子世帯の経済的負担の

軽減を図ります。 

保育課 

３ 
ヤングケアラー

等への支援★ 

ヤングケアラーに関する周知の充実を図りながら、早期発

見と必要な支援につながるよう関係機関の情報共有・連携

強化を図ります。 

学校支援課 

子ども未来課 

障害福祉課 

高齢介護課 

４ 
未就園児家庭等

への支援 

未就園児家庭等の孤立等防止に向けて、未就園児教室

の案内や園庭開放を通じて子育ての悩み等を気軽に話せる

環境を整えるとともに、「だれでも通園制度」の実施を検討し

ます。 

子ども未来課 

保育課 

５ 

ひきこもり等に

対する支援 （再

掲） 

障害福祉課をはじめ、上尾・桶川・伊奈圏域にある 5 カ所

の委託相談支援事業所や精神障害者家族相談員等が精神

保健福祉相談を受け、本人および家族への支援を実施しま

す。 

障害福祉課 
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基本施策（5） こどもの貧困に関する取組 

こどもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖す

ることのないよう、必要な環境整備や教育の機会均等を図り、全てのこどもが健やかに成長できる社会の実

現を目指します。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
「こども応援ネット

ワーク埼玉」事業 

貧困の連鎖解消に向けた社会貢献活動を主体的に行う団

体・個人を集結するため設立された「こども応援ネットワーク埼

玉」の考えに賛同し、経済的に困難な状況にある家庭の支援の

充実を図ります。 

子ども未来課 

２ 

母子及び父子並び

に寡婦福祉資金貸

付制度 

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的

自立や、扶養しているこどもの福祉増進のために、必要な資金

を貸付する制度について市が窓口となり、周知を図るとともに、

相談スペース等を提供します。 

子ども未来課  

３ 

生活困窮者自立

支援事業（学習支

援教室) 

生活保護を受給している世帯、生活に困窮している世帯及

びひとり親世帯を対象とし、学習や進路等に関する相談支援、

家庭訪問を行い、学力の増進及び将来的な貧困の連鎖防止

を図ります。 

社会福祉課 

４ 

生活困窮者自立

支援事業（住宅確

保給付金) 

離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、

住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象

として、家賃相当額の給付金を支給します。 

社会福祉課 

５ 就学援助事業 

経済的に困難である保護者に対し、本制度を広く周知する

とともに、就学費用の援助を引き続き行います。 学務課  

６ 
桶川市入学準備

金貸付制度 

高等学校・高等専門学校・専修学校・大学（短大・大学院を

含む）等への進学を希望しながら経済的理由により進学が困

難な生徒の保護者に、入学準備にあたり必要な資金の貸付を

行います。 

教育総務課  
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基本施策（6） 児童虐待に対する取組 

こどもの心身の成長に重大な影響を与える児童虐待について、発生予防から早期発見及び早期対応に向

けて関係機関との更なる連携を図るとともに、児童虐待が世代を超えて連鎖することのないよう、常にこどもの

最善の利益を優先し必要な環境整備を図ります。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
こども家庭センタ

ー★（再掲） 

こども家庭センターを設置し、母子保健と児童福祉が連携・

協働して、妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包括

的な支援、こどもと子育て家庭（妊産婦を含む）の福祉に関す

る包括的な支援を切れ目なく提供します。 

子ども未来課 

健康増進課 

２ 
要保護児童対策地

域協議会事業 

「要保護児童対策地域協議会」を中心とした関係機関によ

る連携及び地域ネットワークを強化し、子ども家庭センターによ

る包括的な支援により、児童虐待や特定妊婦等の発生予防及

び早期発見、早期対応に努めます。 

子ども未来課 

３ 子育て支援講座 
児童虐待予防のため、怒鳴らない子育てや体罰によらない

子育て等を推進します。 
子ども未来課 

４ 
子育て世帯訪問

支援事業 

ヤングケアラーを含め、子育てに不安や悩みがある家庭に

対象を見直し、訪問支援員による家事支援、育児・養育支援

を実施し、家庭・養育環境と整え、虐待リスク等の高まりを未然

に防止していきます。 

子ども未来課 

５ 
児童虐待防止対

策 

こども家庭センターや関係機関等との連携を図りながら、児

童虐待の防止及び支援の充実を図ります。また、児童虐待に

ついては DV と密接に関係することから、DV の防止と支援を

行います。 

児童虐待と DV の根絶のため、毎年 11 月に双方のシンボ

ルカラーを組み合わせた W リボンキャンペーンを実施し、早期

発見・防止に向けた啓発を行います。 

人権・男女共

同参画課 

子ども未来課  
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基本目標 4  みんなでこども・子育てを応援するまちづくり 

基本目標４ みんなでこども・子育てを応援するまちづくり 

重点取組事業について 

本計画では、重点的に取り組む事業を定め、各基本目標の達成を図ります。 

重点取組事業については事業名に「★」を表記しています。 

基本施策（１） 子育てにやさしい社会づくり 

桶川市が子育てしやすい、暮らしやすい地域となるよう、社会環境を整えるとともに、地域社会への啓発を

行います。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 

誰もが暮らしやす

いユニバーサルデ

ザインの推進 

誰もが生活しやすく、気軽に外出できるよう、実態に即したユ

ニバーサルデザインによる公共空間の形成を図ります。 障害福祉課 

都市計画課 

道路河川課 

２ 

こども・子育てに

やさしい地域社会

の構築 

こども・子育て支援に関する施策やこども・子育て当事者に

やさしい社会づくりのための啓発や情報発信を行い、子育て当

事者への情報提供や、子育てを社会全体で行うという気運を

醸成します。 

子ども未来課 
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基本施策（2） 安心・安全な環境の整備 

こどもと親が安心して外出することができる環境の整備を進めるとともに、こどもを交通事故や犯罪から守

る活動の充実を図り、安心して子育てができる環境づくりに努めます。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 交通安全教室 

市内小学校の児童を対象に、上尾警察署と連携し交通安全

教室を実施します。 横断歩道の渡り方や自転車の安全な乗り

方などを学び、交通事故の発生抑止を図ります。 

安心安全課 

２ 
「子ども 110番の

家」事業 

桶川市の PTA連合会の取組である、子どもが危険に遭遇し

たり、困りごとがあったりしたときに、地域ぐるみで子どもの安全

を確保することができる「安心して助けを求め、駆け込める場

所」の協力依頼の活動を支援し、登録者数の増加を図ります。 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

３ 道路整備事業 

こどもが安全に外出できるよう、通学路の安全確保に重点

を置きながら、歩道と車道の分離や道路照明を整備するなど

の安全対策を推進します。 

道路河川課 

安心安全課 

４ 

地域防犯パトロ

ール・児童の見守

り活動等の充実 

こどもたちが安心・安全に暮らせるように、非行防止キャン

ペーンによる啓発活動を行うとともに、居住地域内の非行防

止巡回活動の実施します。 

生涯学習・ 

スポーツ推進課 

５ 
身近な公園の整

備 

引き続き、公園を安心安全に利用できるように遊具等の維

持管理に努め、また、公園施設長寿命化計画に基づき、安心

安全な公園施設の運営を図る。 

市街地整備課  
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基本施策（3） 子育てと仕事の両立支援の充実 

子育て当事者が希望どおりに働き、協力してこどもを産み育て、互いに仕事と子育てを両立することができ

る社会の実現を目指します。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
ワーク・ライフ・バ

ランス推進事業 

男女がともに家庭生活と職業生活等とのバランスのとれたラ

イフスタイルを実現できるよう、埼玉県やハローワークと連携し

た労働セミナーの開催や、関連パンフレットの配布、相談窓口の

紹介などを通じて、事業主や市民にワーク・ライフ・バランスの考

え方の普及啓発を図ります。 

人権・男女共同

参画課 

産業観光課 

子ども未来課 

２ 就職情報提供事業 

子育てをしている親の再就職のため、職業情報等のパンフレ

ットの配布、相談窓口の紹介を行います。 
産業観光課 

子ども未来課 

３ 
男女共同参画推

進事業 

性別による固定的な役割分担意識にとらわれない男女共

同参画社会の実現のために、男女共同参画情報誌「かがや

き」の発行及び市民対象のセミナーの開催等を引き続き行

い、市民の意識啓発を図ります。 

人権・男女共

同参画課 
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基本施策（4） 子育て家庭への経済的支援の充実 

ニーズ調査における「子育て支援に関する行政への要望」では、子育てに関する家庭での経済的負担の軽

減を求める声が多い傾向にあるほか、生活状況調査においても、生活困窮の状況にある家庭において様々な

生活等への影響が生じていることが明らかとなっています。 

安心してこどもを産み育てられるよう、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る事業の充実に努めます。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 
子育て世帯応援ギ

フト事業★ 

子育て世帯への伴走型支援の一環として、４か月、１歳６

か月、3歳 3か月時の乳幼児健康診査を受診した際に１万

円分の商品券を支給します。 

子ども未来課 

２ 
妊婦のための支援

給付事業 

妊娠期の妊婦に対し５万円、出産後こども一人に対し５万円

を支給します。 
健康増進課 

３ 
低所得妊婦初回産

科受診料助成事業 

低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、状況を

継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的に、妊娠判

定のための初回産科受診料の一部を助成します。 

健康増進課 

４ 
児童手当支給事

業 

次世代を担うこども一人ひとりの育ちを支援し、社会全体で

応援することを目的に、こどもを養育する家庭等に手当を支給

します。 

子ども未来課 

５ 
児童扶養手当支

給事業 

父母の離婚、父又は母の死亡などによって、父又は母と生

計を同じくしていない児童や、父又は母に一定の障害がある

児童を養育している保護者に手当を支給します。 

子ども未来課 

６ 
こども医療費支

給事業 

こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにし、保健

の向上と福祉の増進を図るため、子どもの医療費の一部を助

成します。 

子ども未来課 

７ 
ひとり親家庭等

医療費支給事業 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、その福祉の

増進を図るため、保護者や児童の医療費の一部を助成しま

す。 

子ども未来課 

８ 
母子家庭等教育

訓練給付金事業 

母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するため、

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座を受講し、修

了した場合に経費の一部を支給します。 

子ども未来課 

９ 

母子家庭等高等

職業訓練促進交

付金事業 

母子家庭の母又は父子家庭の父の就業支援及び生活安

定を促進するため、職業に結びつく資格取得（看護師等）を

目的とした養成機関で就学した方に給付金を支給します。 

子ども未来課 
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 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１０ 
幼児教育・保育の

無償化 

3～5歳児及び住民税非課税世帯の 0～2歳児の幼稚園、

認可保育所、認定こども園、地域型保育、就学前障害児の発

達支援施設、認可外保育施設等の利用料（保育料）の無償

化を実施し、保護者の負担を軽減します。 

保育課 

子ども未来課 

児童発達支援

センター 

いずみの学園  

１１ 
パパ・ママ応援シ

ョップ優待カード 

協賛店舗で提示することにより割引などのサービスが受け

られる優待カードを 18歳までのこども又は妊婦がいる家庭に

配付します。 

子ども未来課 

１２ 
出産育児一時金

給付事業 

国民健康保険に加入している被保険者に、出産一時金を

支給します。 保険年金課 

１３ 
国民健康保険税

の多子世帯減免 

国民健康保険に加入している被保険者のうち 18 歳未満

（満 18 歳に達した最初の 3 月 31日までの間を含む）が 2

人以上いる世帯で、第 2 子目以降の方の国民健康保険税の

減免を実施し、子育て世帯の負担の軽減を図ります。（ただし、

国民健康保険税が賦課限度額に達している世帯については

対象外となります。 

保険年金課 

１４ 

産前産後期間の

国民健康保険税

軽減 

国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の

4か月分(多胎の場合は6か月分)の国民健康保険税が軽減

されます。届出が必要となるため対象者への周知を図ります。 

保険年金課 

１５ 
未就学児の国民

健康保険料軽減 

未就学児（小学校入学前のこども）の保険税の均等割額に

ついて 2分の 1が軽減されます。  保険年金課 

１６ 

産前産後期間の

国民年金保険料

免除 

国民年金第１号被保険者の産前産後免除期間の4か月分

(多胎の場合は 6 か月分)の国民年金保険料が免除されま

す。申請が必要となるため対象者への周知を図ります。 

保険年金課 

 
  



84 

基本施策（5） 地域における子育て支援の充実 

子育て支援施設等については、ニーズ調査等において様々な要望が挙がっています。 

核家族化の進行等により、子育て世帯が孤立することのないよう、親子と地域の人々がつながりを持ち、仲

間を作りながら楽しく子育てができる環境づくりに努めます。 

 

●主な取組・事業        ★…重点取組事業 

 

 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

１ 

地域子育て支援拠

点事業 

（子育て支援セン

ター、児童館等） 

乳幼児とその保護者を対象に親子が交流を行う場所を提供

し、子育てに関する相談や情報提供を行います。 

また、地域における子育て支援を充実するため、新たな地域

子育て支援拠点事業の整備を検討します。 

子ども未来課 

２ 

子育て援助活動

事業（ファミリー・

サポート・センタ

ー） 

地域全体で子育て家庭を支える環境づくりを推進するた

め、援助活動の担い手の確保を図ります。  

子ども未来課 

３ 
子育てサークル

の支援事業 

こども会や子育てサークル等に、活動場所や情報を提供し、

地域における子育て支援の充実を図ります。また、子育てサー

クル等の代表者による情報交換活動を支援し、ネットワークづ

くりを推進します。 

子ども未来課 

４ 世代間交流事業 

保育所や児童館などで、地域や社会福祉協議会等と連携

し、世代間交流ができるような行事を実施します。 

子ども未来課 

５ 
地域交流事業（あ

そぼう会） 

保育所の在園児と地域のこどもの交流をとおして、地域の

親子の支援につながるよう、公立保育所で、保育士がリズム

体操や季節ごとの遊びなどを提供します。 

保育課 

６ 
地域子育て支援

事業（園庭開放） 

子育て中の親子が地域の人々とつながりを持てるよう、公

立保育所の園庭を開放し自由に遊べる場を提供します。 

子ども未来課 

７ 

自治会活動支援

事業 

 

地域のこども会を含めた自治会に対する支援として、以下

の助成を継続して行います。  

・自治会館の整備      

・自治会館の賃借補助      

・コミュニティ備品購入   

自治振興課 

８ 
協働推進提案事

業 

引き続き、地域の活動支援及び新たな社会資源の発掘を

支援します。 

自治振興課 
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 事業名 方策（事業）の内容 担当部署 

９ 
市民活動支援事

業 

地域住民の活動の促進を図り、地域の人材を育成するた

め、市民活動サポートセンターと桶川市社会福祉協議会が連

携し、市民団体の育成及び支援を行います。 

自治振興課 

１０ 居場所の提供 

市内４公民館のリニューアルにあたり設けたラウンジなどに

おいて、こどもたちを含めた部屋利用以外の市民の居場所を

提供します。 

公民館 
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第５章 子ども・子育て支援事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 
子ども・子育て
支援事業計画 
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１ 教育・保育等の量の見込みについて（概要） 

 

推計の手順 

教育、保育の量の見込みの算出にあたっては、国が示す以下の算定手順に即して推計を行いました。 

具体的には、国が示した「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における『量の見込み』の算

出等の考え方」（改訂版 Ver2、令和 6年 10月）の手順で推計を行いました。その上で、実際の利用状

況等を考慮した調整等を行いました。これは、国の手順書では「自治体の実情に応じて柔軟に対応が可

能」と記載されているためです。 

国の推計手法の概要は以下のとおりです。 

 

図 教育・保育事業、地域子ども・ 

子育て支援事業のニーズ量推計の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童の保護者対象の調査 

現状及び将来の就労希望に応じた 

家庭類型の割合を算出 

(参考)家庭類型とは 

現在及び今後の就労意向をもとに、両親の就労状況や意

向を以下の 8つに分類 

 

タイプＡ ：ひとり親家庭 

タイプＢ ：フルタイム×フルタイム 

タイプＣ ：フルタイム×パートタイム 

(月 120時間以上＋月下限時間[48～ 

64時間]～120時間の一部) 

タイプＣ：フルタイム×パートタイム 

(月下限時間[48～64時間]未満＋ 

月下限時間[48～64時間]～ 

120時間の一部) 

タイプＤ ：専業主婦(夫) 

タイプＥ ：パートタイム×パートタイム 

(双方が月 120時間以上＋月下限時間 

[48～64時間]～120時間の一部) 

タイプＥ：パートタイム×パートタイム 

(いずれかが月下限時間[48～64時間] 

未満＋月下限時間[48～64時間]～ 

120時間の一部) 

タイプＦ ：無業×無業 

 

将来人口の推計 

将来の子どもの人数に応じた 

家庭類型別の人数を算出 

本市の利用実態に応じた調整・補正 

教育・保育の量の見込みの算出 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出 

教育・保育の量の見込みの確定 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの確定 

確保方策の検討 確保方策の検討 
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２ 子ども・子育て支援事業計画の進捗状況 

令和５年度までの法定事業の確保状況は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）教育保育の確保方策 単位：人

目標確保数 1,510 1,510 1,430 1,430 1,430

実績確保数 1,510 1,510 1,420 1,410

目標確保数 1,257 1,257 1,394 1,394 1,394

実績確保数 1,199 1,199 1,284 1,321

目標確保数 646 646 726 726 726

実績確保数 603 603 639 726

目標確保数 114 114 123 123 123

実績確保数 114 106 122 123

目標確保数 497 497 545 545 545

実績確保数 482 490 523 545

０歳

３号認定

100.0%

100.0%１～２歳

令和5年度
目標達成度

98.6%

94.8%

100.0%

事　　業　　名
令和

２年度
令和

３年度
令和

４年度
令和

５年度
令和

６年度

教育事業 ３～５歳

３～５歳

保育事業

２号認定

（２）地域子ども・子育て支援事業の確保方策

目標確保数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

実績確保数 1か所 1か所 1か所 1か所

目標確保数 660 660 660 660 660

実績確保数
(利用者数) 660 660 660 660

目標確保数 714 751 781 781 781

実績確保数 744 796 836 836

目標確保数

実績確保数

目標確保数 477 472 468 464 461

実績確保数
(利用者数) 409 429 361 387

目標確保数

実績確保数

目標確保数 6か所 6か所 6か所 6か所 7か所

実績確保数 6か所 6か所 6か所 6か所

目標確保数 40,000 40,000 39,000 39,000 39,000

実績確保数
(利用者数) 46,000 40,000 40,200 44,000

目標確保数 7,485 8,516 9,547 10,578 11,609

実績確保数
(利用者数) 5,994 6,332 7,565 7,323

目標確保数 976 976 976 976 976

実績確保数 972 972 968 972

目標確保数 686 686 686 686 686

実績確保数
(利用者数) 795 1,287 1,408 1,189

目標確保数 5,781 5,709 5,636 5,599 5,551

実績確保数
(利用者数) 4,984 4,993 4,172 4,498

－－－

100.0%

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん訪問事
業）

－

養育支援訪問事業及び要保護児童
対策地域協議会その他の者による
要保護児童等に対する支援に資す

－

時間外保育事業
（延長保育事業）

100.0%

107.0%

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

－ － －

ー－

一時預かり事業
（幼稚園在園児対象の預かり
保育）

112.8%

一時預かり事業
（幼稚園の預かり保育以外）

－

地域子育て支援拠点事業

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・セ
ンター事業）

－

妊婦健康診査事業 －

病児・病後児保育事業 99.6%

－

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

利用者支援事業
（子育て世代包括支援センター）

100.0%

令和5年度
目標達成度

事　　業　　名
令和

２年度
令和

３年度
令和

４年度
令和

５年度
令和

６年度
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３ 将来のこどもの人数の推計 

将来のこどもの人数については、市の将来人口推計の方向性を参照しつつ、令和 6年の常住人口を

もとに、コーホート要因法にて推計を行いました。 

 

表 本市の将来推計人口                  （人） 

年齢 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 

０歳 424 423 419 416 411 

１歳 452 445 443 440 436 

２歳 461 457 449 448 445 

３歳 461 465 460 453 452 

４歳 450 464 469 465 457 

５歳 518 454 469 474 469 

６歳 500 522 457 471 476 

７歳 576 503 526 459 473 

８歳 554 578 505 527 460 

９歳 554 556 580 506 529 

10歳 624 556 557 581 508 

11歳 591 625 556 558 582 

合計 6,165 6,048 5,890 5,798 5,698 

 

 

４ 教育・保育提供区域の設定 

本市では、児童人口の推計や現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整

備状況等を総合的に勘案し、市全域を１つの提供区域として設定します。 
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５ 教育・保育の量の見込み 

① １号、２号、３号認定とは 

子ども・子育て支援給付のうち、こどものための教育・保育給付認定において、保育の必要性がある小

学校就学前のこどもについては、３号認定は満３歳未満のこども、２号認定は満３歳以上のこどもとされて

おり、保育必要量の認定も行うこととされています。 

教育・保育給付の認定区分は以下のとおりです。 

 

表 教育・保育給付の認定区分 

認定区分 対象者 保育必要量 
給付を受ける 

施設・事業 

１号認定 

満 3歳以上の小学校就学前の子

どもであって、2号認定子ども以外

のもの［子ども・子育て支援法第

19条第 1項第 1号］ 

教育標準時間 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 

満３歳以上の小学校就学前子ども

であって、保護者の労働又は疾病

その他の内閣府令で定める事由に

より家庭において必要な保育を受

けることが困難であるもの 

（第 19条第１項第２号） 

保育短時間 

保育標準時間 

保育所 

認定こども園 

３号認定 

満３歳未満の小学校就学前の子ど

もであって、保護者の労働又は疾

病その他の内閣府令で定める事由

により家庭において必要な保育を

受けることが困難であるもの 

（第 19条第１項第３号） 

保育短時間 

保育標準時間 

保育所 

認定こども園 

小規模保育等 

資料：こども家庭庁 
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② １号、２号認定の推計（３～５歳） 

１号、２号認定については、国の推計手法で推計した結果、実績との乖離が大きいため、令和６年の実

績値をもとに補正を行いました。 

こどもの人数は、将来的にはやや減少が見込まれるものの、教育・保育に関する需要はより高くなると

想定されるため、１号、２号とも微減となっています。 

既存の教育・保育施設を活用することにより、量が確保できると見込まれます。 

 

 

■ ３～５歳児の教育・保育 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 1,472 1,435 1,449 1,441 1,428 

 １号認定 827 801 809 804 797 

２号認定 645 634 640 637 631 

確保方策② 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 

 １号認定 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 

２号認定 685 685 685 685 685 

差②－① 488 525 511 519 532 

 １号認定 448 474 466 471 478 

２号認定 40 51 45 48 54 
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③ ３号認定の推計 

３号認定については、国の示す手順で推計を実施した上で、本市の実際の利用実績に応じた補正を

行いました。 

こどもの人数は、将来的にはやや減少が見込まれるものの、保育に関する需要はより高くなると想定さ

れるため、ほぼ横ばいが予測されます。 

既存の保育施設を活用することにより、量が確保できると見込まれます。 

 

 

■ ０～２歳児の保育 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 554 553 550 543 539 

 ０歳 92 92 91 90 89 

１歳 216 212 212 210 208 

２歳 246 249 247 243 242 

確保方策② 617 592 592 592 592 

 ０歳 107 99 99 99 99 

１歳 234 227 227 227 227 

２歳 276 266 266 266 266 

差②－① 63 39 42 49 53 

 ０歳 15 7 8 9 10 

１歳 18 15 15 17 19 

２歳 30 17 19 23 24 
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６ 地域子ども・子育て支援事業の見込み 

① 利用者支援事業 

１ 本市における事業名 
桶川市こども家庭センター 

子育てコンシェルジュ 

２ 事業の概要 

・桶川市こども家庭センター 

母子保健と児童福祉が連携・協働して、妊産婦及び乳幼児の健康の

保持増進に関する包括的な支援、こどもと子育て家庭（妊産婦を含む）

の福祉に関する包括的な支援を切れ目なく提供します。 

・子育てコンシェルジュ 

教育・保育施設や地域の子育て支援に関する情報を集約し、保護者

が適切にサービスを選択し、利用することができるよう必要な情報提供

を行います。また、利用者からの相談に応じて関係機関との連絡調整を

行います。 

３ 確保方策の考え方 利用者支援事業は、引き続き市内に１か所とします。 

 

■ 利用者支援事業 量の見込み ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① か所数 1 1 1 1 1 

確保方策② か所数 1 1 1 1 1 

差③（②―①） か所数 0 0 0 0 0 

 

② 時間外保育事業  

１ 本市における事業名 延長保育事業 

２ 事業の概要 
保護者の就労形態の多様化に対応するため、保育所における通常

の保育時間を延長して保育を行います。 

３ 確保方策の考え方 

時間外保育事業（延長保育事業）は、こどもの人数が今後微減する

ことを受けて、若干減少します。 

既存の保育施設を活用することにより、量が確保できると見込まれま

す。 

 

■ 延長保育事業 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み 
利用児童数/月

① 
657 643 644 640 634 

確保方策② 694 694 694 694 694 

差③（②―①） 37 51 50 54 60 
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 ③ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

１ 本市における事業名 放課後児童クラブ 

２ 事業の概要 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後に

学校の余裕教室等を利用して適切な遊びや生活の場を与え、児童の

健全育成を図ります。 

３ 確保方策の考え方 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）は、令和７年度は

低学年ではアンケートから把握した潜在需要を一定の比率で加算し

ています。その後はこどもの人数が今後微減することを受けて、量の見

込みを上回る形で確保方策を設定しました。 

 

■ 放課後児童健全育成事業 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量
の
見
込

み
① 

低学年 559 566 525 515 498 

高学年 313 316 312 298 281 

合計 872 882 837 813 779 

確保方策② 876 886 886 886 886 

差③ 4 4 50 73 107 

 

 

④ 子どもショートステイ（子育て短期支援）事業 

１ 本市における事業名 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

２ 事業の概要 

保護者が疾病や育児疲れ等により家庭で児童を養育することが一

時的に困難となった場合に、児童養護施設等の保護を適切に行うこ

とができる施設で養育を行います。 

３ 確保方策の考え方 

現在実施していない事業です。 

一定のニーズが存在することを踏まえ、広域利用の観点も含め、近

隣市町村と連携をしながらショートステイ及びトワイライトステイの実

施を検討します。 
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 ⑤ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

１ 本市における事業名 こんにちは赤ちゃん訪問事業 

２ 事業の概要 

生後４か月までの乳児がいる家庭に、保健師及び訪問員が全戸訪

問し、母子の健康状態や養育環境を確認するほか、母親の相談に応

じます。 

３ 確保方策の考え方 

地区担当保健師や助産師等の専門職の訪問員で実施します。 

本事業は出産する人全員への提供を行うことから、確保方策は量

の見込みと同等と設定しました。 

 

■ 乳児家庭全戸訪問事業 量の見込み（人） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 395 394 391 388 383 

確保方策② 395 394 391 388 383 

差③（②-①） 0 0 0 0 0 

 

 

⑥ 要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対する支援に資する事業 

１ 本市における事業名 要保護児童対策地域協議会実務者会議 

２ 事業の概要 

桶川市要保護児童対策地域協議会の機能強化を図るため、調整

機関の職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性の強化とネッ

トワーク機関の連携強化を図ります。 

３ 確保方策の考え方 
要保護児童対策地域協議会については、過去の対象児童数から

今後対象となるこどもの人数を見込み、確保方策を設定しました。 

 

■ 要保護児童対策地域協議会 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 171 168 166 163 161 

確保方策② 171 168 166 163 161 

差③（②-①） ０ ０ ０ ０ ０ 
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⑦ 地域子育て支援拠点事業 

１ 本市における事業名 地域子育て支援拠点事業 

２ 事業の概要 
乳幼児とその保護者を対象に、親子が交流を行う場所を提供し、子

育てに関する相談や情報提供を行います。 

３ 確保方策の考え方 

地域子育て支援拠点事業は、現在６か所で実施していますが、国が

示す手順に即して推計を行った結果、令和 11年度には33,217 人

回と設定しました。確保方策として、令和 11年度に８か所に拡充の

上、実施していきます。 

 

■ 地域子育て支援拠点事業  量の見込み（人回） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 34,383 34,050 33,748 33,542 33,217 

確保方策② 
17,128 17,828 18,528 19,228 32,600 

６か所 ６か所 ６か所 6 か所 ８か所 

差③（②-①） ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

⑧ 一時預かり事業（幼稚園在園児対象の預かり保育） 

１ 本市における事業名 一時預かり事業（幼稚園在園児対象の預かり保育） 

２ 事業の概要 
幼稚園在園児を対象とし、通常の教育時間の前後や長期休業期

間中などに、希望者を教育（保育）します。 

３ 確保方策の考え方 

本事業は、国が示す手順に即して推計を行った結果、乖離が見られ

たため実態に応じて補正を行い、令和11年度には 50,050 人日と

設定しました。 

 

■ 一時預かり事業（幼稚園在園児） 量の見込み（人日） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込

み① 

計 51,938 50,300 50,813 50,525 50,050 

１号 5,918 5,730 5,792 5,762 5,706 

２号 46,020 44,570 45,021 44,763 44,344 

確保方策② 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 

差③（②-①） ▲ 938 700 187 475 950 

＊１号利用：教育のみ利用で、不定期に預かり保育を利用する 

＊２号利用：就労等で保育の必要性ありだが、幼稚園の預かり保育を定期的に利用することで

対応  
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⑨ 一時預かり事業（幼稚園預かり保育以外） 

１ 本市における事業名 一時保育事業 

２ 事業の概要 
全ての０～５歳児を対象とし、保護者の事情により一時的に子ども

を預けることができます。 

３ 確保方策の考え方 

本事業は、国が示す手順に即して推計を行った結果、過大であった

ため、アンケートの結果をもとに補正を行い、令和 11年度には

7,912 人日と設定しました。 

見込みに対し、確保数が不足していることから、確保に向けた取り

組みを実施し、各年度ごとに確保数の拡大を図ります。 

 

■ 一時預かり事業（幼稚園預かり保育以外） 量の見込み（人日） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 8,188 8,109 8,041 7,998 7,912 

確保方

策② 

保育所等 5,122 5,010 5,010 5,010 5,010 

ファミサポ 2,333 2,438 2,543 2,647 2,752 

計 7,455 7,448 7,553 7,657 7,762 

差③（②-①） ▲ 733 ▲ 661 ▲ 488 ▲ 341 ▲ 150 

 

 

⑩ 病児・病後児保育事業 

１ 本市における事業名 病児・病後児保育事業 

２ 事業の概要 

子どもが病気又は病気回復期のため、集団保育等が困難な時期

に病院や保育所等に付設された専用スペースにおいて、看護師等が

一時的に看護・保育を行います。 

３ 確保方策の考え方 

本事業は、国が示す手順に即して推計を行った結果、令和 11年

度には 274人日を見込んでいます。 

実施施設は１か所で、一日当たりの定員は４名となっており量の見

込みに対し確保数は充足しています。 

 

■ 病児・病後児保育事業 量の見込みと確保方策（人日） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 284 278 278 277 274 

確保方策② 976 976 976 976 976 

差③（②-①） 692 698 698 699 702 
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⑪ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

１ 本市における事業名 ファミリー・サポート・センター事業 

２ 事業の概要 

小学生までの子どもがいる家庭を対象とした事業です。育児の援

助を受けたい保護者（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（協力

会員）が会員登録をし、提供会員が依頼会員に対して子どもの預か

り等、育児の手助けを行います。 

３ 確保方策の考え方 

量の見込みは、こどもの人数が今後微減することを受けて、若干減

少すると設定しています。多様な援助の依頼に対応するため、引き続

き援助活動を担う会員の確保を図ることから、確保方策は量の見込

みを上回る人日で設定しています 

 

■ 子育て援助活動支援事業 量の見込みと確保方策（人日） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 625 615 580 567 552 

確保方策② 2,077 2,170 2,263 2,356 2,449 

差③（②-①） 1,452 1,555 1,683 1,789 1,897 

 

 

 ⑫ 妊婦健康診査事業 

１ 本市における事業名 妊婦健康診査 

２ 事業の概要 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査を

実施するとともに、１人あたり１４回分の妊婦健康診査の費用を一部

助成します。 

３ 確保方策の考え方 

本事業の量の見込みは、対象となる人の人数が今後微減すること

を受けて、若干減少すると設定しました。その結果、令和11年度には

5,460 人回を見込んでいます。 

 

■ 妊婦健康診査事業 量の見込み（人・人回） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込

み① 

 

① 

対象者数 402 401 398 396 390 

健診回数 5,628 5,614 5,572 5,544 5,460 

確保方策

② 

対象者数 402 401 398 396 390 

健診回数 5,628 5,614 5,572 5,544 5,460 

差 

③（②-①）

①） 

対象者数 0 0 0 0 0 

健診回数 0 0 0 0 0 
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⑬ 子育て世帯訪問支援事業（新設） 

１ 本市における事業名 子育て世帯訪問支援事業 

２ 事業の概要 

本事業は、令和４年の児童福祉法改正により新設され、令和６年４

月から地域子ども、子育て支援事業として開始されたものです。本市

においては養育支援訪問事業から移行し、令和６年度より事業を開

始しています。 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、

ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が

抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施

することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然

に防ぐことを目的とした事業です 

３ 確保方策の考え方 
本事業の量の見込みは、対象となる人の人数を見込み設定してい

ます。 

 

■ 子育て世帯訪問支援事業 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 180 180 180 180 180 

確保方策② 180 180 180 180 180 

差③（②-①） 0 0 0 0 0 

 

 

 ⑭ 児童育成支援拠点事業（新設） 

１ 本市における事業名 － 

２ 事業の概要 

本事業は、令和４年の児童福祉法改正により新設され、令和６年４

月から地域子ども、子育て支援事業として開始されたものです。 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に

対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱え

る多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の

相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセ

スメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じ

た支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善

の利益の保障と健全な育成を図ることを目的とした事業です。 

３ 確保方策の考え方 現在実施していない事業です。今後必要に応じ実施を検討します。 
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⑮ 親子関係形成支援事業（新設） 

１ 本市における事業名 － 

２ 事業の概要 

本事業は、令和４年の児童福祉法改正により新設された項目で、

令和６年４月から地域子ども、子育て支援事業として開始されたもの

です。 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及び

その児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児

童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実

施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや

不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要

な支援を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を図る

ことを目的とした事業です。 

３ 確保方策の考え方 現在実施していない事業です。今後必要に応じ実施を検討します。 

 

 

 ⑯ 妊婦等包括相談支援事業（新設） 

１ 本市における事業名 妊婦等包括相談支援事業 

２ 事業の概要 

本事業は、伴走型相談支援として妊婦等に対して面談その他の措

置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境

等の把握を行うほか、母子保健や子育てに関する情報の提供、相談そ

の他の援助を行う事業です。 

本市では、出産・子育て応援事業として、出産・子育て応援給付金

（令和７年度から妊婦のための支援給付事業に移行）と一体的に実

施してきた伴走型相談支援について、令和７年度より本事業として位

置付け実施します。 

３ 確保方策の考え方 
本事業は、当面の間、ほぼ横ばいを見込んでおり、量の見込みに応

じた確保方策を設定します。 

 

■ 妊婦等包括相談支援事業 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 848 846 840 836 823 

確保方策② 848 846 840 836 823 

差③（②-①） 0 0 0 0 0 
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⑰ 乳児等通園支援事業（新設） 

１ 本市における事業名 誰でも通園制度 

２ 事業の概要 

保育所などの施設において、満３歳未満の児に適切な遊び及び生

活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身

の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに、

当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援

助を行う事業です。 

３ 確保方策の考え方 
本事業は、当面の間、ほぼ横ばいを見込んでおり、令和８年度より、

量の見込みに応じた確保方策を設定します。 

 

■ 乳児等通園支援事業 量の見込みと確保方策 ０歳児（人/月） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① － 8 8 8 8 

確保方策② － 8 8 8 8 

差③（②-①） － 0 0 0 0 

 

■ 乳児等通園支援事業 量の見込みと確保方策 １歳児（人/月） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① － 14 14 14 14 

確保方策② － 14 14 14 14 

差③（②-①） － 0 0 0 0 

 

■ 乳児等通園支援事業 量の見込みと確保方策 ２歳児（人/月） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① － 10 10 10 9 

確保方策② － 10 10 10 10 

差③（②-①） － 0 0 0 1 
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⑱ 産後ケア事業（新設） 

１ 本市における事業名 産後ケア事業 

２ 事業の概要 

本事業は、産後のケアを必要としている母子に対して、原則７日以

内で心身のケアや育児のサポートを行う事業です。 

医療機関等への日帰り又は宿泊や、利用者の自宅において、助産

師等からの指導及び支援が受けられるサービスを実施します。 

３ 確保方策の考え方 
本事業は、当面の間、ほぼ横ばいを見込んでおり、量の見込みに応

じた確保方策を設定します。 

 

■ 産後ケア事業 量の見込みと確保方策（人日） ■ 

 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 

量の見込み① 51 51 51 51 51 

確保方策② 51 51 51 51 51 

差③（②-①） 0 0 0 0 0 
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７ 教育・保育等の円滑な利用及び質の向上 

①  外国につながる幼児への支援・配慮 

国際化の進展に伴い、海外から帰国した乳幼児や外国語の乳幼児が利用する各施設の状況に応じ

た支援を検討します。 

 

② 幼児教育・保育等の質の確保及び向上について 

幼児教育・保育等の質の確保及び向上を図るため、以下の取組を行います。 

 

ア 幼稚園・保育所と小学校等との円滑な接続の推進 

幼稚園・保育所と小学校等との円滑な接続を推進する観点から、幼稚園教諭・保育士・保育教諭等と

小学校教師との連携を充実します。 

 

イ 幼稚園教諭・保育士・保育教諭等に対する研修の充実等による資質向上 

幼稚園教諭・保育士・保育教諭等の資質向上を図るため、幼稚園教育要領や保育所保育指針に基づ

き、研修等や自己評価の取組を進めます。 

あわせて、職員の資質向上のための取組のため、研修の受講促進を図ります。 

 

ウ 適切な監査等の実施 

法令に基づき実施する監査については、県と連携を図りながら教育・保育の質の向上を図ることが出

来るよう、適切な監査等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


